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１．立地適正化計画について                                               

（１）目的 

本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎えるなか、今後のまちづくりにおいては、高齢者や子育て世代

が住み慣れた地域で安全・安心に、健康で快適に暮らし続けられることや、財政面及び経済面において持

続可能な都市経営を可能とすることが求められています。 

商業施設や医療・福祉施設、住居などがまとまって立地することで、高齢者をはじめ誰もがこれらの施

設等に公共交通を介してアクセスできるなど、都市全体の構造を見直し、「多極ネットワーク型のコンパク

トシティ」の形成をより一層進めていくことが重要とされています。 

こうした背景を踏まえ、本市においては、都市計画マスタープランの将来都市像である「コンパクトで魅

力的な地域がネットワークする生活交流都市」の実現に向けた取り組みをさらに推進するため、平成３０年

４月に「宗像市立地適正化計画」を策定しました。 

具体的には、商業施設や医療・福祉施設などやコミュニティが持続的に確保されるように居住の密度を

高めていく「居住誘導区域」と、その居住誘導区域の中でも、特にまち全体として必要な都市機能の維持と

新規立地を促す「都市機能誘導区域」を定めました。これにより、市街地の範囲や都市機能の立地をコント

ロールしながら、人口減少社会に耐え得る住みよいまちづくりの実現を目指しています。 

また、近年では、激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、総合的な防災対策を講じることが求め

られており、令和２年６月の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画において防災まちづくり

の方針や取組を定める「防災指針」の作成が位置づけられました。 

上記の改正を踏まえるとともに、第３次宗像市国土利用計画における土地利用の方向性や、都市計画マ

スタープランで掲げる都市像「コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市」の実現に向け

て、立地適正化計画を改定するものです。 

 

 

  

【立地適正化計画のイメージ】 

(抑制) 

(抑制) 
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（２）都市づくりの基本方針 

本市では、都市計画マスタープランにおいて、『コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流

都市』を将来都市像として掲げ、その実現に向けて、次の通り、基本理念と将来都市構造の形成方針を定

め、都市づくりを進めています。 

本計画では、これらの方針を踏まえ、立地の適正化を図るため、都市機能の集積、居住の誘導、公共交

通の充実に関する基本的な方針と目指すべき都市の骨格構造を定めます。 

 

◆ 都市づくりの理念と目指すべき都市像 

都市計画マスタープランでは、都市づくりの理念を『宗像版多極連携の集約型都市構造の形成』と

して、既存ストックを有効に活用し、本市にふさわしいコンパクトで中身の充実した良質で暮らしやす

い都市づくりを市民・事業者・市の協働で進めることとしています。 

また、目指すべき都市像を『コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市』と定め、

市街地や集落、島々が、それぞれの独自性を発揮しながら活性化し、人と人とのつながりや地域相互

の連携が強化された、安全・安心で暮らしやすい都市を目指すとともに、多様な主体が共創すること

で新たな価値やイノベーションを創造していくまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来都市像 

『コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市』 

・誰もが住み続けられる、快適で安全・安心な「まち」 

・活発な交流・活動を生み出し、人々の暮らしや文化を育む「まち」 

・多彩な自然・歴史資源と共生する「まち」 

・観光拠点を磨き上げ、交流ネットワークを育む「まち」 

 ・多様な主体との共創により新たな価値やイノベーションを創出する「まち」 

【都市づくりの理念と将来都市像】 

基本理念 

『宗像版多極連携の集約型都市構造の形成』 
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◆ 都市計画マスタープランにおける宗像版多極連携の集約型都市構造の形成とは

本市は、市中央を貫流する釣川沿いの農地の後背となる丘陵部を中心に住宅地開発を行ってき

たため、市街地や主要な都市機能が分散して立地しています。そのため、今後集約型の都市構造を

形成するにしても、一極集中ではなく、地域の特性を踏まえた多極連携の集約型都市構造を目指す

ことが適切と考えます。そこで、本市が取り組む多極連携による集約型都市構造の形成の基本的な

考え方を次のように定めます。 

▪ 駅周辺は拠点機能の向上に資する高次都市機能の集約化を目指す

▪ 地域特性に応じた交通ネットワークの形成により連携強化、各種機能の相互補完を図る

▪ 各拠点内は生活に必要な施設の維持・充実を目指す

▪ 特色ある公共公益施設を地域の個性・魅力づくりに活用する

▪ さらなる拠点機能の強化・連携、緩やかな都市機能等の誘導により多極連携の集約型都市構造

を形成する

拠点機能の強化に
資する高次都市機
能の集約化 

高次都市機能を有する拠
点と郊外の拠点を連携 

コミュニティ・センターなどを核と
し、生活に必要な施設を維持・充実

ラストワンマイル※等
により、地域の高齢者
等の生活交通を支援

拠点と住宅地をコミュテ
ニティバスやオンデマン
ドバスで連携

※：最寄りの鉄道駅やバス停から、 
最終目的地である自宅までの区間
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◆ 将来都市構造

都市計画マスタープランでは、将来都市像の実現に向け、魅力ある拠点と地域を結ぶネットワー

クを形成するため、３つの将来都市構造の形成方針が定められています。

１）自然環境及び歴史的遺産の保全と活用

市域を囲む山々の緑と釣川水系、玄界灘の島々、田園空間など、自然環境を一体的に守り、

活かします。また、市域を結ぶように位置する歴史的遺産（宗像大社や鎮国寺、旧唐津街道沿

いの赤間宿、原町の歴史的な街なみ）を自然環境とともに守り、活かしていきます。

２）市街地と中心拠点などの形成

赤間駅周辺の中心拠点や東郷駅周辺の拠点、コミュニティの中心地である地域中心、特長あ

る公共施設による特化施設地区などのそれぞれを「極」とし、多極の役割分担と連携により、都

市としての個性や一体感を形成します。

３）交通ネットワークの形成

東西交流軸、南北交流軸、都市内中心軸の形成により、広域的な役割を担う中心拠点・拠点

と地域中心・特化施設地区を結ぶネットワーク軸を形成します。

①東西交流軸

本市と福岡・北九州両都市圏を結ぶ国道３号、ＪＲ鹿児島本線、国道 495 号を東西交流軸と

します。 

②南北交流軸

本市と筑豊都市圏を結ぶ道路、宗像地域と玄海・大島地域を結ぶ道路を南北交流軸とします。そ

のうち、東郷駅と宗像大社辺津宮、大島・沖ノ島、宗像ユリックス周辺を結ぶ西側の軸を自然・歴史・

文化の交流軸とします。また、赤間駅や教育大前駅と、鐘崎漁港、３つの大学、むなかたリサーチパ

ークなどを結ぶ東側の軸を学術・産業・スポーツ拠点などの連絡軸とします。 

③都市内中心軸

中心拠点の赤間駅周辺、拠点の東郷駅周辺、地域中心の教育大前駅周辺を結ぶ旧国道３号を都

市内中心軸とします。また、市役所周辺の行政機能を結ぶ軸とします。 
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【都市計画マスタープランにおける将来都市構造】 
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（３）位置づけ 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条注 1 に基づき、都市全体の観点から居住や医療・福祉、

公共交通などの様々な機能に関する包括的なプランとして策定するものです。 

本市の立地適正化計画は、福岡都市圏都市計画区域マスタープラン、第３次宗像市総合計画等に即する

とともに宗像市都市計画マスタープランと調和を保って策定します。 

 

 

（４）対象区域 

本計画の対象区域は、都市再生特別措置法第 81 条に基づき、都市計画区域とします。 

ただし、市街化区域と市街化調整区域では既存の土地利用規制・誘導が異なるため、具体的な都市機能

や居住などの誘導の方法に違いがあります。 

 

（５）目標年次 

本計画の目標年次は、令和 17 年とします。 

立地適正化計画は、長期的なまちづくりの計画であることから、概ね 20 年後を目標として、総合計画

及び都市計画マスタープランの次回見直しにおける目標年次を見据えて設定しています。 

    

【立地適正化計画の位置づけ】 

宗像市の建設に関する基本構想 

■第３次宗像市総合計画 

■第３次宗像市国土利用計画 

■都市再生基本方針 

福岡都市圏都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

関連分野の計画 

■公共交通施策 

■商業施策 

■住宅施策 

■医療・福祉施策 

■総合施設管理など 

宗像市決定の都市計画 
■各種事業・施策 

■市民主体のまちづくり など 

即する 即する 

即する 踏まえる

都市計画法に基づく市町村マスタープラン 

第３次宗像市都市計画 
マスタープラン 

宗像市立地適正化計画 

地域公共交通網形成計画 もしくは 都市・地域総合交通戦略 

連携 

整合 

連携 

整合 

即する 

注１）都市再生特別措置法などの一部を改正する法律（抜粋） 

第八十一条 市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基

づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため

必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計画（以

下「立地適正化計画」という。）を作成することができる。 
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（６）構成 

本計画は、下図に示すように、将来見通しを踏まえた上で方針を定め、方針を具体的に示す誘導区域の

設定で構成されています。 

章 各章で対象とする区域 

序章 立地適正化計画について 

１．立地適正化計画について 

序章～２章は、宗像市の概況および現状を把握する

ため、離島を含めた市域全体を対象とします。 

第１章 宗像市の概況 

１．位置・地勢・沿革 

２．都市計画の現状 

３．宗像市の概要 

第２章 現状と将来見通しにおける都市構造上の課題 

１．都市の現状 

２．将来見通し（人口推計） 

３．将来見通しにおける分析 

４．都市構造上の課題 

第３章 立地の適正化に関する基本的な方針 

１．立地適正化計画における集約化の考え方 

２．立地の適正化に関する基本的な方針 

３章～４章は、立地適正化計画の対象区域である都

市計画区域を対象とします。 

第４章 目指すべき都市の骨格構造 

１．市街化区域と市街化調整区域における骨格構造

の考え方 

２．中心拠点／拠点、地域／生活拠点、特定機能広域

連携拠点の設定（市街化区域） 

３．地域／生活中心の設定（市街化調整区域） 

４．特化施設地区の設定（都市計画区域） 

５．交通軸の設定 

６．都市の骨格構造 

第５章 都市機能誘導区域 

１．都市機能誘導区域の設定 

２．誘導施設の設定 

５章～６章は、居住誘導区域が市街化調整区域に設

定できないため、市街化区域を対象とします。 

 

第６章 居住誘導区域 

１．居住誘導区域の設定 

第７章 目標と評価方法 

１．目標設定（誘導方針） 

２．誘導施策の展開 

３．施策指標 

４．評価方法 

７章は、主に都市機能誘導区域及び居住誘導区域を

対象とします 

第８章 防災指針 

１．防災指針とは 

２．災害リスクの分析 

３．防災まちづくりの将来像、取組方針 

４．個別の取組内容とスケジュール 

５．防災指針における目標値 

８章は、主に居住誘導区域を対象とします 

第９章 その他 

１．届出について 

２．福岡県との連携 

 

 

市域全体 

都市計画区域 

市街化区域 市街化調整区域 

都市計画区域 

市街化区域 ― 
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第１章 

宗像市の概況
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１．位置・地形・沿⾰
（１） 位置・沿革

福岡市と北九州市の両政令指定都市の中間に位置し、両

市の中心から概ね 30km の距離となっています。市域面積

は 119.94 ㎢です。 

昭和 29 年、東郷町、赤間町、吉武村、河東村、南郷村の５

町村と神興村の一部が合併し、宗像町が誕生しました。翌年

には、神湊町、田島村、池野村、岬村の４町村が合併し、玄海

町が誕生しました。 

昭和 52 年には、宗像町の人口が５万人を突破し、昭和

56 年に宗像市（旧）が誕生しました。 

その後、平成 15 年に宗像市（旧）と玄海町が合併し、新し

い宗像市が誕生しました。平成 17 年には大島村と合併し、

現在の宗像市となっています。 

合併年月日 新市町名 合併町村名など 

S29.4.1 宗像町 東郷町、赤間町、吉武村、河東村、南郷村、神興村の一部 

S30.4.1 玄海町 神湊町、田島村、池野村、岬村 

S56.4.1 宗像市（旧） 宗像町が市制施行 

H15.4.1 宗像市 宗像市（旧）、玄海町 

H17.3.28 宗像市 大島村（宗像市に編入合併） 

【市域の移り変わり】

出典：宗像市 HP（宗像市の概要） 

【宗像市の沿革】 

出典:国交省ホームページ国土数値情報 
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（２） 地形 

標高 200〜400 メートル前後の山々や丘陵に囲まれ海に向けて広がる盆地の地形をなし、市中央を

釣川が貫流しています。また、玄界灘の島々やさつき松原などの貴重な自然環境を持つ海岸があります。 

住宅地開発は、市中央を貫流する釣川沿いの農地の後背となる丘陵部を中心に行われてきたため、市

街地が分散しています。その市街地を道路網が相互に結んでおり、緑に囲まれたゆとりある良好な住環境

の景観が形成されています。 

  

【宗像市の地形（令和４年）】 

出典：基盤地図情報 
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２．都市計画の現状 

本市は昭和 36 年に宗像地域全域（旧宗像市）の区域が都市計画区域に指定され、平成 25 年には離

島を除く玄海地域（旧玄海町の区域）にも都市計画区域が拡大されています。 

また、昭和 49 年に宗像地域が市街化区域と市街化調整区域の指定を受け、平成 25 年には離島を除

く玄海地域も市街化調整区域の指定を受けています。 

【宗像市の都市計画】 

出典：都市計画基礎調査（R4） 

出典：令和 5 年度版 宗像市統計書 
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３．宗像市の概要                                                

（１）成り立ち 

福岡市と北九州市の中間（両市の中心から概ね 30km の距離）に位置する自然と歴史に恵まれたベッ

ドタウンとして発展してきました。 

また、昭和 40 年代から宅地開発が活発化し、大規模団地の造成に伴い、人口が増加してきました。

（S40:34,029 人→R2：97,095 人）近年では、人口減少・少子高齢化の進行により、古くからの住宅

団地においては、建物の老朽化や住民の高齢化、空き家・空き地の増加などが進み、住宅団地の再生が必

要となっています。 

 

（２）都市の構造 

低地部の農地を保全し、後背の丘陵部を中心に宅地開発を行ったため、市街地や主要都市機能が分散

立地しています。そのため、一極集中ではなく、地域の特性を踏まえた多極連携の集約型都市構造を形成

する必要があります。 

 

（３）住環境 

低層住宅を基本とする良好な住環境が多いため、集合住宅による高密度化による居住集約化は住民に

馴染まないと予測されます。そのため、大規模に市街地を削減するのではなく、既存の低層住宅ストック

を有効に活用した集約、誘導を進める必要があります。 

 
【近隣市町との比較】 

① 

③ 

④ 

② 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

② 

④ 

① 
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第２章 

現状と将来見通しにおける都市構造上の課題
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１．人口動向の把握                                                  

（１） 人口・世帯数の動向 

宗像市の人口は令和 2 年まで増加傾向で、平成 12 年から 20 年間で約 5 千人増加しています。国立

社会保障・人口問題研究所によると、今後は減少が想定されており、令和 17 年には、93,396 人になる

ことが予測されています。 

全国的な動向と同様に、本市の総人口は今後減少が想定されるとともに、今後も高齢化が進行するこ

とが見込まれています。令和 2 年の高齢化率は 29.7％ですが、令和 7 年以降は 30％以上（全国では

令和 12 年に 30％以上となる見込み）となることが見込まれており、令和 17 年では 32.5％になるこ

とが見込まれています。 

 

宗像市の世帯数は一貫して増加傾向にあり、令和 2 年の世帯数は 40,947 世帯となっています。 

一方で、１世帯当たりの人員は一貫して減少傾向にありますが、これは全国の動向と同様であり、核家

族化や単身者世帯の増加等といった世帯形態の変化が要因として考えられます。 

 

  

出典：H30～R2 国勢調査,R7～R27 国立社会保障・人口問題研究所 

【総人口の推計・将来推計】 

【宗像市の世帯数推移】 

出典：国勢調査 

【全国の世帯数推移】 

出典：国勢調査 
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令和 2 年の人口密度を見ると、市街化区域内では 40 人/ha 以上の箇所が多くありますが、市街化調

整区域のほとんどの区域では 10 人/ha 未満となっています。 

令和 17 年においても令和 2 年と同様、市街化区域においては高い人口密度を保つ見込みであり、都

市機能を下支えする一定の人口集積が見込まれます。一方で市街化調整区域においては低密度の状況が

続くことが見込まれます。 

【（R2）人口密度（人/ha）】

【（R17）人口密度（人/ha）】 

出典：国勢調査 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 
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令和 2 年から令和 17 年の人口増減をみると、市街化区域内では 200 人以上の増加が見込まれる箇

所もありますが、昭和 40～50 年代にかけて開発された住宅団地などで 100 人以上の減少が見込まれ

る箇所も複数点在しています。 

【（R2～R17）人口増減（人/ha）】

出典：（R2）国勢調査、（R17）国立社会保障・人口問題研究所 
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（２） ＤＩＤ区域の変遷と人口密度

平成 22 年から令和 2 年の 10 年間で DID 区域の人口密度は３.6 人/ha 減少していますが、DID

区域は JR 教育大前駅周辺や、国道 3 号沿線において拡大しており、面積は 261.2ha 増加しています。 

【DID 区域の変遷】

出典：国勢調査、国土数値情報 

拡大箇所 

拡大箇所 

拡大箇所 

H22

R2H27
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２．土地利用の状況把握                                               

（１） 土地利用状況の動向 

市全域では、自然的土地利用が 72.0％を占めており、山林の割合が最も高く全体の 43.4％、田は

15.5％となっています。一方で都市的土地利用では住宅用地の割合が最も高く 10.8％となっていま

す。 

市街化区域では、都市的土地利用が 77.3％を占めており、住宅用地の割合が最も高く 43.9％となっ

ています。 

市街化調整区域では、自然的土地利用が 82.4％を占めており、山林の割合が最も高く 50.6％となっ

ています。 

  

出典：都市計画基礎調査（R4） 
※都市計画基礎調査は都市計画区域を対象としているため、都市計画区域外についてはデータなし 
※凡例は R４都市計画基礎調査容量による 

【土地利用状況】 
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自然的土地利用 

都市的土地利用 

出典：都市計画基礎調査（R4） 
※都市計画基礎調査は都市計画区域を対象としているため、都市計画区域外についてはデータなし

【土地利用割合】
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（２） 建物利用現況

市内の建物立地状況をみると、全体的に住宅の立地が多くみられます。また、JR 東郷駅、JR 赤間駅周

辺や県道 69 号（宗像玄海線）沿道においては商業施設や店舗併用住宅の立地も多く見られます。 

出典：都市計画基礎調査（R4） 
※都市計画基礎調査は都市計画区域を対象としているため、都市計画区域外についてはデータなし

【建物立地状況】
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(３） 空家の分布状況 

市内の空家の分布状況をみると、空家数は市全域で 1,615 戸となっています。 

地区別の空家率を確認すると、大島地区が 26.4％と最も高く、次いで岬地区が 15.4％となっていま

す。 

  

出典：宗像市空家実態調査（R4） 

出典：宗像市空家実態調査（R4） 

地区 調査個所 空家数 空家率 調査個所 空家数 空家率

吉武 1,012 50 4.9% 877 64 7.3% -14

赤間 5,436 133 2.4% 5,251 175 3.3% -42

赤間西 3,253 103 3.2% 3,193 151 4.7% -48

自由ヶ丘 5,110 195 3.8% 5,055 230 4.5% -35

河東 5,858 111 1.9% 5,550 163 2.9% -52

南郷 2,331 93 4.0% 2,379 87 3.7% 6

東郷 3,397 200 5.9% 3,430 159 4.6% 41

日の里 3,299 185 5.6% 3,201 171 5.3% 14

玄海 1,597 226 14.2% 1,930 220 11.4% 6

池野 1,647 69 4.2% 1,874 68 3.6% 1

岬 865 133 15.4% 1,267 121 9.6% 12

大島 444 117 26.4% 640 103 16.1% 14

合計 34,249 1,615 4.71% 34,647 1,712 4.94% -97

［空家率］

平成28年令和4年 平成28年⇒令和4年
空家増減数

…1％以上減少 …1％以上増加

【空き家の分布状況】 
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（４） 地域地区等の法規制状況

用途地域については、主として住居系の用途地域を指定しており、なかでも第 1 種低層住居専用地域

の割合が最も高く、約 60％を占めています。また、商業系の用途地域は JR 東郷駅、JR 赤間駅の周辺に

おいて指定しており、国道 3 号周辺の王丸地区や赤間駅周辺や県道 69 号（宗像玄海線）沿線の稲元地

区・東郷地区などで準工業地域に指定していますが、その割合は約 4％となっています。 

地区計画については、32 地区に指定しており地域の特性に応じた街づくりを進めています。 

準防火地域については、商業系用途地域において指定しています。 

【用途地域の指定状況】

出典：都市計画基礎調査（R4） 
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出典：都市計画基礎調査（R4） 

【準防火地域・地区計画の指定状況】 
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（５） 農業系区域 

市街化調整区域の広い範囲に農業振興地域が指定されており、良好な営農環境が保全されています。 

出典：国土数値情報 

【農業系区域の指定状況】 
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３．公共交通の状況把握 

（１） 広域交通の運行状況

① 鉄道

宗像市内は JR 鹿児島本線が横断しており、東郷駅、赤間駅、教育大前駅の 3 つの駅があります。

市内の駅別利用者をみると赤間駅が最も多く、乗車人員は 7,511 人/日となっています。

博多駅までは特急列車で最速 20 分、快速電車で最速 30 分、小倉駅までは特急列車で最速 24

分、快速電車で最速 37 分の乗車時間です。 

博

多
駅

吉

塚
駅

箱

崎
駅

千

早
駅

香

椎
駅

九

産
大

前
駅

福

工
大

前
駅

新

宮
中

央
駅

し

し
ぶ

駅

古

賀
駅

千

鳥
駅

福

間
駅

東

福
間

駅

東

郷
駅

赤

間
駅

教

育
大

前
駅

海

老
津

駅

遠

賀
川

駅

水

巻
駅

折

尾
駅

陣

原
駅

黒

崎
駅

八

幡
駅

ス

ペ

ー

ス

ワ

ー

ル

ド

駅

枝

光
駅

戸

畑
駅

九

工
大

前

西

小
倉

駅

小

倉
駅

特急 ● ● ● ● ● ● ● ●

快速 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

区間快速 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

各停 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

13 20 31 36 44

53 45 30 19 11

15 23 27 33 36 42 50 69

79 65 61 57 50 42 35 24

博多駅から（快速乗車時間）

小倉駅から（快速乗車時間）

博多駅から（特急乗車時間）

小倉駅から（特急乗車時間）

出典：九州旅客鉄道株式会社 
出典：九州旅客鉄道株式会社（R5 年度） 

出典：九州旅客鉄道株式会社 

【広域交通の運行状況】

順位 駅名
乗車人員
（人/日）

順位 駅名
乗車人員
（人/日）

1 博多 119,562 11 佐賀 11,722

2 小倉 32,073 12 福工大前 10,922

3 鹿児島中央 19,437 13 南福岡 9,711

4 大分 16,949 14 竹下 9,470

5 熊本 16,292 15 九大学研都市 8,985

6 吉塚 14,867 16 長崎 8,863

7 折尾 13,983 17 福間 8,549

8 千早 13,559 18 戸畑 8,372

9 香椎 13,470 19 大野城 7,823

10 黒崎 13,247 20 赤間 7,511
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② 路線バス

福岡～赤間線及び赤間急行線は、昭和通り（福岡市中央区天神)と赤間営業所を結ぶ広域的な路線と

して、市外とのアクセスを担っています。福岡～赤間線は片道 38 本/日（平日）運行しており、赤間急行

線は片道 30 本/日（平日）運行しています。 

また、「福岡都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(令和 3 年 4 月 30 日告示）」におい

て、赤間急行線の一部は公共交通軸に位置付けられており、拠点間の交流や交通需要を創出しながら、

公共交通の維持・充実を図り、多様な交通手段の確保と都市機能の相互補完を図ることとされていま

す。 

出典：国土数値情報、西鉄バスホームページ 

【路線バス（広域）の運行状況】
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③路線バス・航路の運行状況

宗像市内の路線バスは西鉄バスとコミュニティバス、ふれあいバスが運行しています。

西鉄バスは 1 日 50 本以上の路線もあり、市内の主な目的地までバスが運行している状況です。利

用者の減少や運転手の不足などにより減便を余儀なくされた日の里地区については、ＡＩを活用したオ

ンデマンドバス「のるーと」を導入し、効果的な交通空白地域の解消を図っています。

また、神湊を発着地とする大島と地島までの航路があり、大島便は 1 日当たり往復 7 便、地島便は

往復 6 便運航しています。 

出典：都市計画基礎調査（R4）、市 HP、国土数値情報、西鉄バスホームページ 

【路線バス（市内）・航路の運行状況】
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令和２年（２０２０年）における基幹的公共交通の利用圏人口カバー率は、市街化区域内では 63.4％で

あり、市民の半数以上が基幹的公共交通を利用しやすい状況となっており、都市計画区域内では 54.3％

となっています。 

【基幹的公共交通の運行状況× 人口密度（R2）】

出典：都市計画基礎調査（R4）、市 HP、国土数値情報、西鉄バスホームページ、国勢調査 

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内人口 カバー率 

都市計画区域 52,193 人 54.3% 

市街化区域 40,302 人 63.4% 
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④交通分担率の状況

市内の交通分担率をみると、平成 22 年から令和 2 年までの 10 年間で自家用車の利用が 4.8％

増加しており、徒歩のみや鉄道・電車のみ、オートバイのみの利用割合がそれぞれ約 1.0％減少していま

す。 

福岡県全体と比較すると、自家用車のみの利用割合は宗像市が 13.4％高く、乗り合いバスのみの割

合は宗像市が 3.8％低く、自転車のみの利用割合は宗像市が 6.1％低くなっており、自家用車への依

存割合が高いことがうかがえます。 

出典：国勢調査 

【交通分担率の状況】
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４．都市機能分布状況 

（１） 行政機能・公共施設

行政機能・公共施設は東郷地区に集積しています。 

出典：都市計画基礎調査（R4） 

【行政機能・公共施設の分布状況】
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（２） 医療機能 

市内に医療施設は 57 施設あり、その内訳は総合病院が 7 施設、診療所が 50 施設で、鉄道駅や住宅

団地の周辺、幹線道路沿いに多く立地しています。 

令和２年（２０２０年）における医療機能の利用圏人口カバー率は、市街化区域内では 85.8％であり、多

くの市民が医療機能を利用しやすい状況となっています。また、都市計画区域内では 74.9％となってい

ます。 

  

出典：国土数値情報、国勢調査 

【医療機能の分布状況× 人口密度（R2）】 

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内人口 カバー率 

都市計画区域 71,937 人 74.9% 

市街化区域 54,546 人 85.8% 
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（３） 介護福祉機能

市内に介護福祉機能を有する施設は 71 施設あり、その内訳は小規模多機能施設が 5 施設、短期入所

施設が 6 施設、通所介護施設が 37 施設、訪問介護施設が 23 施設で、多くの施設が市街化区域内に立

地しており、市街化調整区域では国道・主要地方道沿道に立地しています。 

令和２年（２０２０年）における介護福祉機能の利用圏老年人口カバー率は、市街化区域内では 95.3％

であり、ほとんどの市内の高齢者が介護福祉機能を利用しやすい状況となっています。また、都市計画区

域内では 89.8％となっています。 

出典：介護 DB、国勢調査 

【介護福祉機能の分布状況× 老年人口密度（R2）】

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内老年人口 カバー率

都市計画区域 24,987 人 89.8% 

市街化区域 16,652 人 95.3% 
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（４） 子育て機能

市内に子育て機能を有する施設は 28 施設あり、その内訳は子育て支援センターが 1 施設、認可保育

所が 17 施設、認定こども園が 4 施設、幼稚園が 6 施設で、多くの保育施設が市街化区域内に立地して

います。 

令和２年（２０２０年）における子育て機能の利用圏年少人口カバー率は、市街化区域内では 80.5％で

あり、多くの年少人口が子育て機能を利用しやすい状況となっています。また、都市計画区域内では

70.1％となっています。 

出典：国勢調査、各種公表データを基に作成 

【子育て機能の分布状況× 年少人口密度（R2）】

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内年少人口 カバー率

都市計画区域 9,296 人 70.1% 

市街化区域 7,236 人 80.5% 
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（５） 商業機能 

市内に商業機能を有する施設は 72 施設あり、その内訳はスーパーが 8 施設、ディスカウントストアが

4 施設、ドラッグストアが 4 施設、ホームセンターが 5 施設、専門店が 11 施設、コンビニエンスストアが

40 施設で、多くの施設が市街化区域内に立地していますが、一部のホームセンターとコンビニエンススト

アは、市街化調整区域の国道・主要地方道沿道に立地しています。 

令和２年（２０２０年）における商業機能の利用圏人口カバー率は、市街化区域内では 87.7％であり、利

便性が高い状況にあります。また、都市計画区域内では 75.8％となっています。 

 

  

出典：都市計画基礎調査（R4）、国勢調査、公表データを基に作成 

【商業機能の分布状況× 人口密度（R2）】 

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内人口 カバー率 

都市計画区域 72,779 人 75.8% 

市街化区域 55,784 人 87.7% 
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（６） 金融機能

市内に金融機能を有する施設は 30 施設あり、その内訳は銀行が 7 施設、信用金庫が 1 施設、郵便局

が 13 施設、農協が 5 施設、漁協が 4 施設です。銀行・信用金庫はすべて市街化区域に立地しています。

郵便局・農協は主に市街化区域に立地していますが、一部は市街化調整区域の主要地方道沿道に立地し

ています。また、漁協は鐘崎、神湊、大島、地島に立地しています。 

令和２年（２０２０年）における金融機能の利用圏人口カバー率は、市街化区域内では 66.9％であり、市

民の半数以上が金融機関を利用しやすい状況となっています。また、都市計画区域内では 54.3％となっ

ています。 

 

出典：国勢調査、各種公表データを基に作成 

【金融機能の分布状況× 人口密度（R2）】

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内人口 カバー率 

都市計画区域 52,176 人 54.3% 

市街化区域 42,532 人 66.9% 

37



 

（７） 教育文化機能 

市内に教育文化機能を有する施設は 57 施設あり、その内訳は図書館が 4 施設、市民センターが 1 施

設、コミュニティ・センターが 12 施設、体育施設・総合公園が 14 施設、市立小学校が 14 施設、市立中学

校が施 6 設、県立中学校が１施設、義務教育学校（大島学園）が 1 施設、高等学校が２施設、大学が２施設

立地しています。 

コミュニティ・センターは各コミュニティ区域に分布しており、体育施設は市全域に点在しているととも

に、人口バランスに応じ小学校・中学校が立地しています。 

 

  

出典：各種公表データを基に作成 

【教育文化機能の分布状況】 
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（８）日常生活サービス利用圏の状況

基幹的公共交通、医療機能、介護福祉機能、商業機能（スーパーマーケット）すべての利用圏域に含まれ

る「日常生活サービス利用圏」は、東郷駅周辺や赤間駅北西側、自由ヶ丘地区の一部に係っています。 

令和２年（２０２０年）における日常生活サービス利用圏人口カバー率は、市街化区域内では 34.9％で

あり、都市計画区域内人口カバー率は 24.5％となっています。 

出典：国勢調査、各種データを基に作成 

【日常生活サービス利用圏 × 人口密度（R2）】

【利用圏人口カバー率（令和 2 年（2020 年））】 

区分 圏内人口 カバー率 

都市計画区域 23,561 人 24.5% 

市街化区域 22,215 人 34.9% 

39



 

（９） 都市機能集積状況 

各種都市機能（公共交通、医療、福祉、子育て、商業、教育文化、金融、行政）の集積状況を見ると、市街

化区域内の多くのエリアで 5 つ以上の機能が集積しており、特に役場周辺や JR 駅周辺、主要道路の交差

点周辺の集積度合いが高くなっています。 

  

出典：各種データを基に作成 

【都市機能集積状況】 

【 都市機能集積状況の加点対象とした施設と加点条件 】 
 

基幹的公共交通 鉄道駅から 500ｍ圏域、30 本/日以上の運行本数のバス路線のバス停留所から 300ｍ圏内 1 点 

行政機能・ 
公共施設 

行政機能・公共施設の 500ｍ圏内 1 点 

医療機能 診療項目に、「内科、外科、小児科」を含む病院・診療所の 500ｍ圏内 1 点 

介護福祉機能 「小規模多機能施設、短期入所施設、通所介護施設、訪問介護施設」の 500ｍ圏内 1 点 

子育て機能 「認可保育所、認定こども園、幼稚園、子育て支援センター」の 500ｍ圏内 1 点 

商業機能 
「スーパーマーケット、ディスカウントストア、ドラッグストア、ホームセンター、 
専門店、コンビニエンスストア」の 500ｍ圏内 

1 点 

金融機能 「銀行、信用金庫、郵便局、農協、漁協」の 500ｍ圏内 1 点 

教育文化機能 
「図書館、市民ホール、コミュニティ・センター、体育施設、総合公園、市立小学校、 
市立中学校、県立中学校、義務教育学校（大島学園）、高等学校、大学」の 500ｍ圏内 

1 点 
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５．災害の発生が懸念されるエリア 

（１） 避難状況

市内の避難所・防災拠点の立地状況をみると、緊急避難場所は 12 箇所、避難所は 38 箇所、防災拠点

は宗像市役所となっています。 

出典：都市計画基礎調査（R4） 

【避難所・防災拠点の分布状況】
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（２） 土砂災害 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の多くは市街化調整区域に指定されています。 

  

出典：福岡県土砂災害危険箇所マップ 

【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況】 
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（３） 洪水 

①浸水想定区域（計画規模） 

計画規模の洪水浸水想定区域の指定状況をみると、釣川沿いに浸水想定区域が指定されており、市

街化区域内の JR 赤間駅西側において、0.5－3.0ｍ未満の浸水が想定されています。 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 

【浸水想定区域（計画規模）の指定状況】 
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②浸水想定区域（想定最大規模） 

想定最大規模の浸水想定区域の指定状況をみると、釣川沿いや JR 鹿児島本線沿いの一部、におい

て浸水が想定されています。JR 赤間駅の西側においては 3.0ｍ以上の浸水が想定されています。 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 

【浸水想定区域（想定最大規模）の指定状況】 
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③浸水継続時間（想定最大規模）

想定最大規模の豪雨災害が発生した際の浸水継続時間を見ると、市役所北側の市街化調整区域で１

日以上の浸水が想定されています。 

【浸水継続時間（想定最大規模）の指定状況】

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 

45



 

④家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）は、釣川沿いの広い範囲に指定されています。 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 

【家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）の指定状況】 
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⑤家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）は市内を流れる各河川の沿岸に指定されています。 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 

【家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）の指定状況】 
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⑥内水浸水想定区域

内水浸水想定区域の指定状況をみると、釣川沿いや JR 鹿児島本線沿いの一部や赤間駅周辺におい

て 3ｍ程度の浸水が想定されています。 

【内水浸水想定区域の指定状況】

出典：宗像市資料 
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（４） 高潮 

高潮の浸水想定区域指定状況をみると釣川沿いに浸水が想定されており、一部では 3.0ｍ以上の浸水

が想定されています。  

出典：福岡県高潮浸水想定区域図 

【高潮浸水想定区域の指定状況】 
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（５） 津波 

津波の浸水想定区域の指定状況をみると、沿岸部において浸水が想定されており、3.0ｍ以上の浸水

が想定されている箇所もみられます。 

  

出典：福岡県津波浸水想定区域図 

【津波浸水想定区域の指定状況】 
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（６） ため池 

ため池の堤防決壊による浸水被害が発生した際においては、主に農地として利用されている箇所にお

いて最大で５ｍ以上の浸水が想定されています。 

  

出典：宗像市ため池ハザードマップ 

【ため池浸水想定区域の指定状況】 
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（７） 地震

西山断層帯が市域の西側に通っており、市域の広い区域で震度 5 強以上の揺れが想定されています。 

出典：都市計画基礎調査（R4） 

【震度想定図】
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６．都市基盤整備の状況把握                                             

（１） 土地区画整理事業区域 

市内の 32 箇所で土地区画整理事業が実施されています。 

  

出典：市資料 

【土地区画整理事業区域】 
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No． 事業名称 事業主体 事業年度 施行面積（ha）

1 東郷 日本住宅公団 S41～S45 217.6

2 赤間 日本住宅公団 S42～S45 29

3 赤間駅裏 赤間駅裏土地区画整理組合 S42～S44 6.5

4 森林都市第1 森林都市（株） S40～S44 19.5

5 森林都市第2 森林都市（株） S41 13.9

6 森林都市第3 森林都市（株） S41 6

7 森林都市第4 森林都市（株） S43 7.9

8 森林都市第5 森林都市（株） S43 3.6

9 森林都市第6 森林都市（株） S44 14.9

10 森林都市第7 森林都市（株） S43～S44 7.2

11 森林都市第8 森林都市（株） S44～S46 15.1

12 森林都市第9 森林都市（株） S46～S47 5.5

13 森林都市第10 森林都市（株） S47～S50 28.4

14 森林都市第11 森林都市（株） S55～S60 29

15 自由ヶ丘第12 森林都市（株） H3～H6 22.9

16 自由ヶ丘 自由ヶ丘土地区画整理組合 S45～S46 19.8

17 自由ヶ丘・田久 森林都市（株） 他6人 S49～S51 7.4

18 河東第1 河東第1土地区画整理組合 S43～S46 17.8

19 河東第2 河東第2土地区画整理組合 S49～S51 14.1

20 河東第3 河東第3土地区画整理組合 S54～S61 12.8

21 大井 大井土地区画整理組合 S49～S53 11.4

22 徳重 徳重土地区画整理組合 S55 6.1

23 ネオポリス第1 大和団地（株） 他8人 S49～S57 13.6

24 ネオポリス第2 大和団地（株） 他13人 S56～S58 25.3

25 ネオポリス第3 大和団地（株） 他8人 S59～S60 9.7

26 ネオポリス第4 大和団地（株） 他9人 S60～S61 3.3

27 須賀浦 須賀浦土地区画整理組合 S60～H3 16.8

28 池浦 池浦土地区画整理組合 H5～H9 20.3

29 池ノ谷 池ノ谷土地区画整理組合 H8～H10 6.1

30 土穴須恵 土穴須恵土地区画整理組合 H10～H14 17.7

31 赤間駅北口 宗像市 H16～H24 3.6

32 くりえいと北 くりえいと北土地区画整理組合 H20～H24 10.9
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（２） 都市計画道路整備状況

市内の都市計画道路は 21 路線あり、そのうち 4 路線は計画中区間です。 

No 都市施設名称 都市計画決定事項 事業期間

1 3.3.10-1　国道3号線 L=8,952m W=25m S38～S45

2 3.4.10-2　宗像福間線（赤間駅北口駅前広場含む） L=10,910m W=18m　広場A=0.50ha S61～

3 3.3.10-3　東郷駅王丸線（東郷駅日の里口駅前広場含む） L=1,300m W=25m　広場A=0.6ha S40～H6

4 3.4.10-4　田熊日の里線 L=1,070m W=20m S44～H3

5 3.4.10-5　赤間駅自由ヶ丘線（赤間駅南口駅前広場含む） L=3,400m W=18m　広場A=0.83ha S39～S55

6 3.4.10-6　徳重朝町線 L=2,300m W=18m S56～

7 3.4.10-7　自由ヶ丘葉山線 L=1,900m W=18m S45～S48

8 3.4.10-8　石丸河東線 L=7,150m W=16m S57～

9 3.4.10-9　土穴朝町線 L=3,340m W=16m S63～

10 3.4.10-10　土穴須恵線 L=1,740m W=16m S56～

11 3.4.10-11　稲元河東線 L=1,260m W=16m S56～H元

12 3.4.10-12　徳重曲線 L=2,870m W=16m

13 3.4.10-13　宮田原町線 L=440m W=16m

14 3.5.10-14　宗像玄海線 L=900m W=14m

15 3.4.10-16　東郷駅前線（東郷駅宗像大社口駅前広場含む） L=120m W=19m　広場A=0.32ha

16 3.4.10-17　葉山武丸線 L=2,770m W=16m S61～H8

17 3.5.10-18　広陵台冨地原線 L=1,060m W=12m S61～S62

18 3.4.10-19　朝町自由ヶ丘線 L=920m W=18m S63～H2

19 3.4.10-20　光岡東郷線 L=1,670m W=12m H16～

20 7.6.10-1　河原平原線 L=550m W=9m S63～H2

21 7.6.10-2　井牟田須賀浦線 L=610m W=9m S63～H2

出典：都市計画基礎調査（R4） 

【都市計画道路整備状況】
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（３） 都市計画公園整備状況 

都市計画公園は 87 箇所あり、総合公園が 4 箇所、地区公園・近隣公園・街区公園・都市林が 83 箇所

あります。  

出典：都市計画基礎調査（R4） 

【都市計画公園整備状況】 
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（４） 公共下水道整備状況

市街化区域全域及び市街化調整区域の既存集落地を下水道計画区域に指定しており、その広い範囲で

事業認可区域に指定しています。 

公共下水道の整備率は 92％、普及率は 99.4％となっており、ほとんどの世帯に普及している状況で

す。 

出典：都市計画基礎調査（R4） 

出典：下水道課（R5.12.12 時点） 

全体計画区域面積 事業認可区域面積 供用面積 整備率

公共下水道 2,857.9 2,683.0 2,629.2 92.0

世帯数 供用区域戸数 普及率

宗像市 44,528 44,250 99.4 %

公共下水道 43,504 43,241 99.4 %

【公共下水道整備状況】
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７．地価・財政の状況 

（１） 財政状況（歳入・歳出構造の変化）

平成 29 年度と令和 4 年度における歳入構造を比較すると、歳入総額が 60 億増加しており、財源

としては依存財源が 2.8％増加しています。 

歳出については、扶助費が 3.2％増加しています。 

出典：平成 29 年度決算、令和 4 年度決算 

出典：平成 29 年度決算、令和 4 年度決算 

【歳入・歳出の変化】

58



（２） 地価の推移

市内の地価について、商業系用途地域及び住宅系用途地域は平成 28 年以降微増傾向にありますが、

市街化調整区域ではおおむね横ばいで推移しています。 

一方で福岡県や近隣市町と比較すると、地価の上昇率は低くなっています。 

出典：地価公示 

【宗像市内 地価推移】

【福岡県、近隣市町の地価推移】

出典：地価公示 
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８．都市の状況 

（1） 広域位置特性

「福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、本市は「福岡広域都市計画区域」

に位置付けられており、JR 赤間駅周辺は広域拠点が設定されています。 

（２） 近隣市との関係・生活圏の形成状況

市内に通勤・通学している市民は 22,456 人となっています。市外の通勤・通学先は福岡市博多区

が最も多く 3,171 人、次いで宮若市が 3,077 人となっています。 

市外から本市に通勤している人の居住地をみると、福津市が最も多く 2,430 人、次いで岡垣町は

1,004 人となっています。 

 

出典：福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針「将来像図」 

【市民の通勤・通学先】 【宗像市内に通勤・通学している人の居住地】

出典：国勢調査 
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９．産業                                                          

（１） 産業３区分従業者数 

産業 3 区分の従業者数は過去 10 年間ほぼ横ばいとなっています。各産業の割合推移は、第 1 次産業

が減少傾向となっています。 

 

 

 
（２） 工業の推移 

平成 29 年から令和 3 年までの従業者数、製造品出荷額、事業所数の推移を見ると、従業者数が 438

人減少、製造品出荷額は約 43.6 億円減少していますが、事業所数は 7 事業所増加しています。 

 

 

  

出典：国勢調査 出典：国勢調査 

【産業 3 区分の従業者数推移】 

出典：工業統計調査 出典：工業統計調査 

【工業の従業者数、製造品出荷額、事業所数の推移】 
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（３） 商業の推移 

令和 3 年現在、年間販売額は約 960 億円、事業所数は 532 箇所となっています。平成 24 年以降商

業統計調査の調査方法が大幅に変更されたため、過年度との比較はできませんが、近年はともに減少傾

向となっています。 

 

 
 
（４） 農業の推移 

経営耕地面積は、令和 2 年現在 1,240ha、農家数は 631 戸、農家人口は 1,406 人であり、ともに

減少傾向となっています。 

  

出典：商業統計調査 出典：商業統計調査 

【商業の従業者数、年間商品販売額、事業所数の推移】 

※商業統計調査については、平成 24 年以降調査設計の大幅な変更のため以前の数値とは

接続しない 

【農家数、農業人口の推移】 

出典：宗像市統計書 出典：宗像市統計書 
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（５） 漁業の推移

令和 4 年現在の（組合員数）は 387 人、漁業経営体数は 296 経営体、同年現在の漁獲高は県内２位

の 5,359 トンです。漁業経営対数及び漁業就業者数は、平成 30 年から令和 3 年までは微減傾向にあ

りますが、令和 3 年から令和 4 年にかけては横ばいで推移しています。一方で漁獲高は、平成 30 年か

ら令和元年にかけて減少傾向にあり、令和元年以降、令和 3 年にかけて増加傾向に転じましたが、その後

令和 3 年から令和 4 年にかけては減少傾向にあります。また、漁獲金額は、令和 3 年までは漁獲高と同

様の推移を示していますが、令和 3 年から令和 4 年にかけては増加傾向にあります。 

（６） 観光入込客数の推移

宗像大社をはじめ、多くの観光資源を有する本市は、県内第３位の観光入込客数数（平成 29 年時点）

を誇っています。 

平成 30 年以降は新型コロナ感染症の影響により、福岡県、宗像市ともに減少傾向となっていますが、

県全体と比較すると宗像市のほうが緩やかな減少幅となっています。 

出典：宗像市統計書 出典：宗像市統計書 

【漁業就業者数、漁獲高の推移】

【観光入込客数の推移】

出典：宗像市統計書、宗像市統計書、平成 24 年地区別・市町村別入込客、 
福岡県観光入込客推計調査 
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10．将来見通しにおける分析 

今後のまちづくりにおいては、将来の人口減少下にあっても持続的に市民生活、都市活動などが確保

される都市構造が必要となります。そのため、現在の公共交通や生活サービス機能と将来の人口見通しを

層状に重ね、都市計画マスタープランにおける目指すべき将来都市構造との整合性チェックや市民生活の

利便性、公共交通の持続性などに係る分析を行います。 

【将来見通しにおける分析のイメージ】
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（１）バスのサービス水準に関する分析

将来（令和 17 年）人口の減少が見込まれる地域においては、バス利用者の減少に伴う事業者の収入減

少が予測されます。これにより、バス事業者は、事業継続に向けたコスト削減のため、運行本数の減少や路

線の廃止などバスのサービスを低下する可能性があります。 

仮にサービスが低下した場合は、更なる自動車依存の高まりや高齢者など交通弱者の移動手段が確保

できない状況が懸念されます。 

○将来人口が減少する地域で、バスのサービスが低下する可能性があります。

○仮にサービスが低下した場合は、更なる自動車依存の高まりや交通弱者の移動が不便になることが懸

念されます。

【バスのピーク時運行本数の状況と人口増減(R2～R17)】 
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（２）生活サービス機能に関する分析 

将来（令和 17 年）人口の減少が見込まれる地域において、商業などの生活サービス機能は、利用客の

減少に伴い収益が減少することが予測されます。これにより、経営が困難となった生活サービス機能が、

地域から撤退する可能性があります。 

仮に商業などの施設が撤退した場合は、近場でサービス機能を利用できず、遠方でサービス機能を利

用することとなり、日常生活に不便を感じる住民の増加が懸念されます。 

また、同様の地域において教育機能については、児童・生徒の減少がクラス数減少ひいては、施設の統

廃合や規模縮小などの可能性があります。  

○将来人口が減少する地域で、生活サービス機能対象施設が撤退、規模縮小する可能性があります。 

○仮に商業などの施設が撤退した場合は、生活サービス機能を遠方から利用することになり、日常生活

の利便性が低下することが懸念されます。 

【生活サービス機能と人口増減(R2～R17)】 
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（３）居住環境に関する分析

昭和 40 年代にまとまった規模で開発された日の里地区や自由ヶ丘地区などでは、築年数が 30 年以

上の建築物が一団となって分布しています。 

これらの地域では、同時期に同世代の住民がまとまって居住しており、開発から 40 年以上が経過した

ことで、居住者の高齢化が一斉に進行しており、これに伴う空き家・空き地の急激な増加が予測されます。 

このように、高齢化が一斉に進行し居住人口が減少すれば、コミュニティ活動の担い手として期待され

る若年層も減少することで、住民間のつながりが希薄となり、コミュニティが衰退することが懸念されま

す。 

一方、空き家・空き地が増加すれば、空き家の老朽化による倒壊の危険性や、空き地の管理不全による

雑草の繁茂、落ち葉の飛散など景観、住環境の悪化を招き、これによって放火による火災の災害発生な

ど、治安の悪化が懸念されます。 

○30 年以上の建築物が一団となっている地域で、高齢化の進展に伴うや空き家・空き地の増加が予測

されます。

○高齢化が一斉に進行し、若年層が減少することで住民間のつながりが希薄となり、コミュニティが衰

退する懸念があります。

○空き家・空き地が増加することで、景観、住環境が悪化し、放火による火災の災害発生など治安が悪

化する懸念があります。

【築年数別建築物分布(R4)】 
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（４）日常生活における移動の容易性に関する分析

生活サービス機能が徒歩圏にない地域においては、自動車や公共交通などにより他地域の機能を利用

することになります。さらに、これら地域で公共交通の利便性が悪い場合は、自動車に依存することにな

り、自動車を運転できない交通弱者にとって、日常生活に不便を感じる状況が懸念されます。 

また、高齢者などの交通弱者は、移動が億劫になり外出機会が減少すれば、高齢者の閉じこもりや健康

への悪影響に繋がることも懸念されます。  

○生活サービス機能が徒歩圏にない地域では、自動車や公共交通により他地域の機能を利用すること

になります。

○これらの地域で公共交通の利便性が悪い場合は、交通弱者が日常生活に不便を感じる懸念がありま

す。

○これらの地域で高齢者の外出機会が減少すれば、高齢者の閉じこもりや健康への悪影響に繋がる懸

念があります。

【生活サービス機能から徒歩圏と人口分布（R17）】 

出典：国立社会保障・人口問題研究所、都市計画基礎調査（R4）、市 HP、国土数値情報、西鉄バスホームページ、介護 DB、 
国勢調査、公表データを基に作成 

日常生活サービス徒歩圏：「医療施設」「高齢者福祉施設」「商業施設」の徒歩圏域（800ｍ）、及び基幹的公共交通（鉄道駅
の 800ｍ圏域、30 本/日以上のバス停の 300ｍ圏域）（出典：平成２６年８月国土交通省都市局都
市計画課都市構造のハンドブックより） 
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１１．都市構造上の課題 

本市が目指す「都市計画マスタープランにおける宗像版多極連携の集約型都市構造」の形成に向けて

は、本市を取り巻く人口減少や少子高齢化の進展といった社会情勢の変化により、いくつかの問題が発生

することが懸念されています。本市が目指す都市構造形成に向けては、これらの社会情勢を踏まえて以下

のような課題が挙げられます。 

（１）利用しやすい公共交通の充実

将来人口の減少が見込まれる地域で、バスなどの公共交通利用者の減少が進むことで、公共交通サー

ビスが低下する可能性があり、高齢者などの交通弱者の移動手段が確保できなくなることが懸念されま

す。 

人口減少下において公共交通の利用を促進させるため、交通結節機能の強化など、誰もが利用しやす

い公共交通の充実が必要となります。 

（２）生活サービス機能の利便性の確保

生活サービス機能においても、公共交通と同様に将来人口の減少が見込まれる地域で、利用者の減少

が進むことで、生活サービス機能が撤退や規模縮小する可能性があり、生活サービス機能の利便性の低下

から、日常生活に不便を感じる状況が懸念されます。 

将来人口集積に対応した、生活サービス機能の配置・再編による持続的な施設確保など、生活サービス

機能の利便性の確保が必要となります。 

（３）安心して住める居住環境の維持

築年数が 30 年を超える建築物が⼀団となって分布する地域では、居住者の高齢化に伴う、空き家・空

き地の急激な増加が予測されます。これらの地域では、空き家の倒壊や空き地の雑草の繁茂など、景観、

住環境の悪化を招き、火災の発生や治安の悪化が懸念されます。 

また、このような地域では、高齢化の急速な進行により若年層が減少することで、住民間のつながりが

希薄となりコミュニティが衰退することが懸念されます。 

空き家・空き地の有効活用や定住化の促進など、多世代が安心して暮らせる持続可能な居住環境の確

保が必要となります。 

（４）歩いて暮らせるまちづくりの推進

生活サービス機能が徒歩圏にない地域では、特に身近な生活空間での利便性を要する高齢者や子育て

世帯などにとって、日常生活における移動に不便を感じる状況が懸念されます。 

また、これらの地域で高齢者の外出機会が減少することで、閉じこもりや健康への悪影響に繋がること

が懸念されます。 

高齢者や子育て世帯をはじめとする住民にとっては、生活サービス機能やバスなどの公共交通へ徒歩

や自転車で安全・快適にアクセスできる「歩いて暮らせるまちづくり」の形成が必要となります。併せて、公

共交通の充実とバリアフリー環境の整備が必要となります。 
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（５）災害に対する居住地の安全性の確保

内水浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域では、水害や土砂災害の発生により居住地に被害が及ぶ

ことが懸念されます。 

災害発生リスクがある地域において、災害に対する居住地の安全性の確保が必要となります。 

（６）集約型都市構造による都市経営の安定化

歳入では、生産年齢人口の減少による市税収入の減少や、地価の下落に伴う固定資産税収の減少が懸

念されます。したがって地価の高い地域での居住の継続による地価の下落防止など市税収入の確保が必

要となります。 

一方、歳出では、昭和 50 年代から平成の初頭にかけて多く建設された公共施設などの老朽化に伴い、

維持管理費用の増大が懸念されます。 

また、更なる高齢化の進行により、医療や介護などの社会保障に関係する経費の増大が懸念されます。 

今後、増加が懸念される歳出については、｢宗像市アセットマネジメント推進計画｣に基づく、公共施設な

どの維持管理費用の軽減・平準化や高齢者の健康増進による医療費削減などのほか、すべての事業につ

いて抜本的な見直しを行い、歳入に見合う歳出構造への転換が必要となります。 
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第３章 

立地の適正化に関する基本的な方針
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１．立地適正化における集約化の考え方 

本市のまちづくりにおいては、今後の人口減少と超高齢化に備え、都市計画マスタープランの都市づく

りの理念である「宗像版多極連携の集約型都市構造の形成」の実現を目指し、居住と都市機能の立地の適

正化による集約化を進めます。 

（１）立地適正化における集約化のイメージと誘導の考え方

現況及び将来見通しにおける都市構造上の課題を踏まえ、中心拠点や各拠点周辺では以下のようなイ

メージによってコンパクトなまちづくりを進め、本市における集約型都市構造の実現を目指します。

将来において市街化区域内全域で均等に人口減少が進むと低密度な市街地が広がり、生活サービス機

能や公共交通は利用者が減少することで安定した運営が困難となることが予測されます。 

そのため、生活サービス機能や公共交通の利便性が高い拠点周辺へ居住を誘導するなど、居住誘導区

域内の人口密度を高めるように生活サービス機能の立地や居住を促進します。 

また、人口密度の少ない市街化区域縁辺部にかけては、急激な低密度化を防ぐため、⼀定の人口・生活

サービス機能・公共交通などの維持を目指します。
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コミュニティバスやラストワン
マイル交通により、路線バス等
のサービス低下を補い、公共交
通の維持を目指します

公共交通軸による連絡強化によ
り、郊外に住んでいる方でも手
軽に中心拠点の機能が利用でき
るまちを目指します 

公共交通による 

連絡強化 

緩やかな居住誘導によ
り、誘導区域内の人口
密度を高めるよう、生
活サービス機能の立地
や居住を促進します 

〈地域拠点（郊外住宅団地施策）イメージ〉 
中古住宅などの既存ストックを有効活用

し、質を高めることで、継続的な居住者の誘
導を目指します。 

〈中心拠点イメージ〉 
様々な都市機能や居住機

能を集約させ、歩行空間を整
備し、歩いて暮らせるまちづ
くりを目指します。 

居住 
誘導 

【立地適 正化における集約化と誘導のイメージ】 

・子育て世代は、結婚や子育てを契機として、主に
ゆとりのある郊外住宅団地の戸建住宅への居住を
イメージ

・学校の近くなど安心して
子育てできる環境をイメージ

・若い世代は、中心拠点や地域拠点付近で、主
に都市型住宅への居住をイメージ

・通勤の便利さや賑やかな
環境を求めるイメージ

・高齢者は、主に郊外の戸建住宅から利便性
の高い中心拠点などへの移転をイメージ

・自動車の運転が困難となり、
徒歩圏で生活できる環境を
求めるイメージ

〈地域中心イメージ〉 
日常生活に必要な施設

を確保することで、持続可
能なコミュニティの形成を
目指します。 
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将来の人口減少より、市街化区域内全域で人口の低密度化が進行すると考えられるため、各拠点や公

共交通軸を中心に居住を誘導することにより各拠点の都市機能や公共交通サービス水準の維持・向上を

目指します。 

【立地適正化計画における誘導の考え方 その１（都市構造と公共交通の方向性）】 
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【立地適正化計画における誘導の考え方 その２（居住誘導の方向性）】 

目指します 

現在 

・市街化区域内全域で均等に人

口減少が進むと低密度な市街

地が広がり、生活サービス機能

や公共交通のサービス水準の

低下が懸念されます

・人口を集約することで、拠点の

都市機能や公共交通のサービ

ス水準の維持・向上を目指しま

す

将来 

・拠点や公共交通軸を中心に居

住を誘導し、人口密度の集約を

目指します
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２．立地の適正化に関する基本的な方針 

本市の都市計画区域は、都市機能（商業・医療・介護福祉機能など）が集積する地域をはじめとする、す

でに市街地を形成している市街化区域と、恵まれた自然環境や農業・漁業産環境を有する、市街化を抑制

すべき市街化調整区域で構成しています。 

本市が目指すべき都市像は、「心地よい生活空間の中で、誰もが安心して住み続けられるまち」であり、

都市構造上の課題に対応するためのコンパクトで持続可能な都市の形成とともに、恵まれた自然環境や

農業・漁業生産環境の保全も重要な視点となります。 

そのため、市街化調整区域における自然環境や農業・漁業生産環境の保全と農業・漁業集落の維持・活

性化を図りつつ、市街化区域においては都市機能の集積と居住の誘導による都市のコンパクト化を推進し

ます。 

また、高齢者を含めた多くの人が、自動車に過度に依存せず、徒歩や自転車、公共交通などにより都市

機能が利用きる「歩いて暮らせるまちづくり」を実現するためには、都市機能の集積と居住の誘導を支え

る利便性の高い公共交通機能の確保が必要となります。 

近年、地球温暖化などの影響により、自然災害による被害が激甚化・頻発化しています。そのため、災害

に強いまちづくりの推進が求められています。 

これらを踏まえ、立地適正化計画では、以下の４つの基本的な方針により、都市のコンパクト化を図り、

人口減少・高齢化社会に対応した、利便性が高く、効果的で効率的な都市経営を実現し、長期的にも都市

活力が維持でき、安心・安全で持続可能な都市を目指します。 

（１）拠点設定による周辺への都市機能集積に向けた方針

立地適正化計画において設定する拠点周辺へ、誘導による都市機能の集積を促進するとともに、誰も

が歩いて回遊したくなる拠点形成を促進します。このためには、地域の特性や都市計画における土地利用

規制誘導内容などを踏まえつつ、既存都市機能に見合うよう配慮します。 

○各拠点の地域特性を活かし都市機能の集積を図り、拠点に行けば暮らしに必要な生活サービス

が利用できる核となる区域を形成します。

○各拠点への都市機能誘導による利便性の向上と併せて、拠点へのアクセスに多くの人が利用す

る中心的な役割を持つ駅・バス停の機能向上を図ります。

○各拠点周辺の区域では、都市機能を誘導するため低未利用地などの有効活用を促進します。

（２）都市機能及び公共交通の利便性が高い地域への居住誘導に向けた方針

拠点周辺へ誘導する都市機能及び公共交通の利便性が高い地域へ居住を誘導するため、拠点周辺への

都市機能集積や公共交通のサービス水準の維持・向上を図ります。併せて、歩行空間や自転車走行空間の

整備に努め、幅広い世代が住みやすいまちづくりを進めます。 

○都市機能が集積する拠点周辺へ居住を誘導するため、都市機能と調和する良好な市街地の形成

などに取り組みます。

○居住を誘導する区域における円滑な移動手段を維持活性化するため、公共交通サービス水準の

維持・向上に取り組みます。

○居住を誘導する区域への居住促進のため、低未利用地などの有効活用を促進します。
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（３）拠点を連絡する公共交通の充実に向けた方針

居住を誘導する区域の居住者が公共交通により都市機能へアクセスしやすい環境の確保や各拠点の都

市機能が公共交通により相互に利用できる環境の確保のため、公共交通の維持・向上を促進します。 

○公共交通の利便性を高めるとともに、自動車から公共交通への利用の転換を進めるため、拠点

の交通結節機能の向上や各拠点のネットワーク化を図ります。

○居住を誘導する区域における円滑な移動手段を維持活性化するため、公共交通のサービス水準

の維持・向上に取り組みます。

（４）災害に強いまちづくりに向けた方針

災害が発生した際に被害を回避・低減するためには、被害を低減させるための施設整備といったハード

面のほか、避難の呼びかけや防災組織の立ち上げといったソフト面における施策を進めます。 

○防災対策によって被害の軽減・抑制を図ることが困難な場合は、早期避難のための情報提供等

の避難体制の充実など、リスク回避に取り組みます。

○水対策、土砂災害防止のためのハード整備、避難体制の充実、効果的な災害情報の提供等によ

り、災害時の被害低減に取り組みます。
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第４章 

目指すべき都市の骨格構造

79



１．市街化区域と市街化調整区域における⾻格構造の考え⽅                     

都市機能及び居住の立地適正化に向けては、都市の骨格構造（交通軸と拠点など）が必要となります。 

立地適正化計画では対象区域である都市計画区域のうち、市街化区域について具体的に都市機能や居

住などの誘導を進めます。 

一方、市街化調整区域の農地や農漁村集落環境などにおいては、農業、漁業の振興に配慮しつつ自然環

境と生産環境が共存するように保全を行うため、既存の土地利用規制・誘導により市街化を抑制すること

になります。 

このため、市街化区域と市街化調整区域では、立地適正化計画で設定する拠点などの役割も異なるた

め、区域毎に拠点の位置づけを区別して設定を行います。 

  

【拠点などの設定】 
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２．中⼼拠点/拠点、地域/⽣活拠点、特定機能広域連携拠点の設定（市街化区域）       

市街化区域では、都市の現況や都市構造上の課題を踏まえ、人口の集積状況、主要な公共交通路線、都

市機能施設、公共施設の配置などをもとに、「中心拠点/拠点、地域/生活拠点」、「公共交通軸」を設定し、

目指すべき都市の骨格構造をつくります。 

 

（１）中心拠点/拠点の設定 

中心拠点/拠点は、公共交通によるアクセス性に優れ、多様な都市機能が集積する以下の３つの基準を

満たす地区を総合的に勘案して設定します。 

１）多様な都市機能が集積する地区 

多様な都市機能(市役所・相当規模の商業・医療・福祉・銀行など)が集積している地区 

２）特に人口が集積する地区 

周辺が、ＤＩＤである地区 

３）公共交通を利用して容易にアクセス可能な地区 

乗降客数の多い駅周辺や主要なバス停など、公共交通の充実した地区 

中心拠点 拠点概要 

ＪＲ赤間駅周辺 

・都市計画マスタープランにおける中心拠点として、広域的な役割を果たす地区 

・商業や医療などの多様な都市機能が、一定の区域に集積する地区 

・公共交通への乗り換えが可能な交通結節点であるＪＲ赤間駅の周辺 

・本市の顔として生活、文化、アメニティ機能に富んだ魅力的な都市空間の形成を

目指す地区 

 

拠点 拠点概要 

ＪＲ東郷駅周辺 

・都市計画マスタープランにおける拠点として、商業や医療など多様な都市機能が、

一定の区域に集積する地区 

・日の里団地など周辺の住宅団地に人口が集積する地区 

・主要な公共施設（市役所・宗像ユリックスなど）や宗像大社への玄関口となるＪＲ東

郷駅の周辺 

・交通基盤整備を進め、商業・業務環境の向上を図り、計画的な市街地整備を促進

することで良好な市街地の形成を目指す地区 

市役所周辺 

・中枢的な行政機能を担う市役所をはじめ国や県の機関が集積する地区 

・西鉄バス、ふれあいバス、コミュニティバスの運行する主要なバス停周辺 

・行政、業務機能を強化するために、国や県の機関の立地を目指す地区 
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（２）地域拠点の設定 

地域拠点は、公共交通の結節点であり、日常的に人が集まる施設などが集積する以下の２つの基準を

満たす地区を総合的に勘案して設定します。 

１）日常的に人が集まる地区 

駅、コミュニティ・センター、商業、医療施設など日常的に人が集まる施設が立地している地区 

２）周辺地域から徒歩または公共交通を利用して容易にアクセス可能な地区 

駅周辺や主要なバス停など、公共交通の充実した地区 

地域拠点 拠点概要 

ＪＲ教育大前駅周辺 

・駅と西鉄バスセンターが近接する公共交通の要衝となる地区 

・地域住民や大学の学生に対応する機能が集まる地区 

・駅前としての利便性や、旧赤間宿が持つ歴史的遺産、学生の街という特性

を活かし、魅力ある商業施設の立地を目指す地区 

自由ヶ丘３丁目周辺 

・日常的に人が集まるコミュニティ・センターやスーパーなどが立地する地区 

・広域バス（福岡天神方面行き）と市内バスの交通結節点である地区 

・地域のニーズに対応した商業施設や中高層住宅を誘導し、魅力的で利便性の高

い商業・居住機能の充実を目指す地区 

光岡 

・日常的に人が集まる医療施設やコミュニティ・センターなどが立地する地区 

・広域バス（福岡天神方面行き）と市内バスの交通結節点である地区 

・中心拠点や既存商店街との役割分担に配慮した機能の誘導を目指す地区 

 

 

（３）特定機能広域連携拠点の設定 

特定機能広域連携拠点は、近隣市町との連携により、サービス向上や管理効率化などを目指す地区を

総合的に勘案して設定します。 

特定機能広域連携拠点 拠点概要 

宗像ユリックス周辺 

・宗像市公共施設アセットマネジメント推進計画において、広域施設と定めら

れている、宗像ユリックスが立地する地区 

・福岡都市圏 17 市町との相互利用の協定を結んでいる、図書館やスポーツ

施設が立地する地区 
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（４）生活拠点の設定 

生活拠点は、中心拠点や地域拠点へのアクセス利便性が高く、住宅団地など人口が集積している地域

で、買い物など日常生活に必要な生活サービスを提供する地区に位置づけます。 

以下の３つの基準を満たす地区を総合的に勘案して設定します。 

１）生活サービス機能が分布する地区 

小規模な小売店舗（コンビニなど）の生活サービス機能が分布する地区 

２）都市基盤が整備された地区 

大規模模開発などにより都市基盤が整備され良好な居住環境が形成された地区 

３）拠点へ容易にアクセスできる主要なバス停周辺の地区 

中心拠点や地域拠点へ容易にアクセスできる主要なバス停周辺の地区 

生活拠点 拠点概要 

くりえいと北 

・生活サービス機能を充実することで、良好な住環境を維持できる地区 

・中心拠点や地域拠点から離れた住宅市街地で人口が集積している地区 

・中心拠点や地域拠点へ容易にアクセスできる地区 

・近隣住民の日常的な買い物や生活サービスの利便性を確保し、地域コミュ

ニティの活性化を図るため近隣サービス施設の誘導を目指す地区 

城西ヶ丘 

自由ヶ丘南 

ひかりヶ丘 

広陵台 

青葉台 

朝野 
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３．地域/⽣活中⼼の設定（市街化調整区域）                                 

市街化調整区域では、良好な自然環境や優良農地などを保全するため、原則として市街化を抑制して

います。一部地区では地区計画の指定により、地区の特色に応じた土地利用を誘導しています。このよう

に、すでに土地利用の規制・誘導が図られている市街化調整区域においては、既存集落の中心を担う地区

に「地域/生活中心」を設定し、多様な都市機能が分布する中心拠点との結びつきを強化し相互連携を深

めることで、生活利便性の確保や地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

（１）地域中心の設定 

市街化調整区域における地域中心は、地域が必要とする日常生活機能と来訪者への観光・レクリエーシ

ョン機能とが、相乗効果を発揮できるよう農漁村集落に設定します。 

地域中心 拠点概要 

吉武地区 

（コミュニティ・センター周辺） 

・各拠点から離れた農漁村集落 

・主要なバス停やコミュニティ・センター周辺など、日常的に人が

集まる地区 

・地域コミュニティの活性化のため、日常生活サービス機能を備え

たコミュニティ空間の形成を目指す地区 

深田地区 

（海の道むなかた館周辺） 

池野地区 

（コミュニティ・センター周辺） 

岬地区 

（コミュニティ・センター周辺） 

神湊地区 

（神湊バス停周辺） 

大島地区 

(コミュニティ・センター周辺) 

牟田尻地区 

（コミュニティ・センター周辺） 

 

 

（２）生活中心の設定 

市街化調整区域における生活中心は、住宅団地など人口が集積している地域で、小規模な小売店舗（コ

ンビニなど）の日常サービス機能が備わる地区に位置づけます。 

生活中心 拠点概要 

大王寺 ・各拠点から離れた住宅団地 

・小規模な小売店舗の日常サービス機能が存在する地区 

・近隣住民にとっての生活サービスの誘導を目指す地区 公園通り 
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４．特化施設地区の設定（都市計画区域）

多様な市民活動や広域的な役割を担う場として、公共交通軸により中心拠点、地域/生活拠点と連携を

図る施設地に「特化施設地区」を設定します。 

特化施設地区 特化する機能 概要 

アスティ 21

（むなかたリサーチパーク） 
学術研究 

・隣接する総合公園と一体的に設備の高い学術・研究開発の

場

宗像大社辺津宮、鎮国寺、 

海の道むなかた館周辺 
歴史学習 

・歴史的遺産を保全しながら、生きた教材として活用する郷土

学習の場

神湊漁港 
漁業 ・豊かな海を活かした漁業の振興を図る場

鐘崎漁港 

道の駅むなかた周辺 

観光 
・周囲の自然環境や歴史的遺産を連携させつつ観光の振興を

図る場街道の駅赤馬館周辺 

（赤間宿） 

グローバルアリーナ 
スポーツ

・文化

・スポーツの国際大会や交流をテーマにした催しや文化イベン

トが開催される場

正助ふるさと村 農業 ・豊かな自然と農業体験ができる場
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【各拠点の設定】 
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５．交通軸の設定                                                       

立地適正化計画においては、都市計画マスタープランの交通ネットワークを踏まえ、都市の骨格構造を

形成するために各拠点を結ぶ交流・連携軸をこれに重ねて、立地適正化計画における交通軸を設定しま

す。 

（１）広域ネットワーク 

他市町との連携を強化するために、市内と他市町を広域的に連携するネットワークとして、市内と福岡

市・北九州を結ぶ東⻄交流軸、市内と筑豊地域を結ぶ南北交流軸を設定します。 

東西交流軸 

国道３号、国道 495 号、JR 鹿児島本線を今後とも本市と福岡・北九州都市

圏とを結ぶ広域の交流軸とします。さらに、国道 495 号は、観光・レクリエー

ション機能をつなぐ軸とします。 

南北交流軸 
既存道路を中心とした、宗像地域と玄海・大島地域を結ぶ道路や、本市と筑

豊都市圏を結ぶ道路を南北方向につなぐ交流軸とします。 

 

（２）都市内ネットワーク 

各コミュニティの交通利便性を高めて連携を強めるため、多極を結ぶネットワークとして、中心拠点/拠

点を支え、拠点性を高めるための都市内中心軸、各拠点や特化施設地区を結ぶ地域連携軸を設定します。 

都市内中心軸 
中心市街地を支え、その拠点性を高めるため、県道 97 号線（旧国道３号）を

各駅との充実した交通結節機能を持つ軸とします 

地域連携軸 

各拠点や各中心、特化施設地区などを結ぶ道路を地域連携軸とします。 

また、県道 97 号線（旧国道３号）、駅、コミュニティを結ぶ主要道路におい

て、歩行者・視点者ネットワークを形成します。 
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  【広域ネットワークと都市内ネットワーク】 
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（３）交流・連携軸 

各拠点や各中心、特化施設地区などを結ぶ路線で、将来にわたり一定以上のサービス水準を確保する

必要性の高い路線を交流・連携軸として設定します。 

東
西
交
流
軸 

（
広
域
交
通
） 

鉄道 

JR 鹿児島本線は、本市と福岡・北九州都市圏とを結ぶ都市間交通軸であ

り、JR 駅は中心拠点や地域拠点の交通結節機能として重要な役割を担って

いるため、東西交流軸（広域交通）として設定します。 

道路 

国道 3 号は、JR 鹿児島本線と同様に都市間交通軸であり、バス交通におい

ては赤間駅周辺と西鉄天神駅周辺を結びつける交通軸であるため、広域交

流軸として設定します。 

都市内交流軸 

県道 97 号線（旧国道３号）は、市内の JR 各駅や中心拠点/拠点を繋ぐ交通

軸であり、バス交通においては、赤間駅周辺と西鉄天神駅周辺を結びつけ

る交通軸であるため、広域交流軸として設定します。 

市
内
連
携
軸 

各拠点を 

結ぶ路線 

中心拠点/拠点にある多様な都市機能（商業・業務、医療・福祉機能など）の

中には、市全域から利用されているものもあるため、地域/生活拠点（地域/

生活中心）から公共交通を使って利用できるように、中心拠点/拠点と地域/

生活拠点（地域/生活中心）を結ぶ路線を設定します。 

各拠点と 

特化施設地区

を結ぶ路線 

文化・福祉機能（宗像ユリックス総合公園周辺）、学術研究機能（アスティ

21）、観光機能（道の駅むなかた周辺）などの主要施設への公共交通アクセ

スは、バスが主要な交通手段となるため、いずれかの拠点（中心拠点/拠点、

地域/生活拠点、地域/生活中心）と特化施設地区を結ぶ路線を設定します。 

都市間交通を

担う路線 

住民の交流や都市機能の相互利用など、公共交通による都市間の連携を促

進するため、本市と他市町（福岡市・福津市・岡垣町・直方市・宮若市）と結ぶ

路線を設定します。 
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【交流・連携軸】 
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（４）交通軸の設定 

立地適正化計画における交通軸は、各拠点や各中心、特化施設地区を結び、誰でも必要な機能にアクセ

スできる環境を整えるため、既存の道路網を効率的に活用し、公共交通、徒歩、自転車などを中心とする

ネットワークを形成するように設定します。 

 

  【交通軸の設定】 
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６．都市の骨格構造                                                  

都市の骨格構造は、市街化区域において設定した中心拠点/拠点、地域/生活拠点と、市街化調整区域

において設定した地域/生活中心を公共交通軸により結びつけ連携を図り、多極連携型とします。 

また、各拠点を中心に都市機能を誘導し、その周辺や公共交通軸沿いに居住を誘導することで集約型

都市構造の形成を図り、持続可能なまちづくりを進めていきます。 

 

 
【都市の骨格構造】 
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第５章 

都市機能誘導区域（案）
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１．都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域を設定するための視点の整理を行い、都市機能誘導区域を設定します。 

なお、ここでいう都市機能とは、「生活サービス機能の状況」で整理した８つの機能に区分される各対象

施設のことです。（８つの機能：「商業機能」、「医療機能」、「介護福祉機能」、「子育て機能」、「教育機能」、

「コミュニティ機能」、「行政、観光、文化機能」、「金融機能」） 

（１）都市機能誘導区域とは

都市機能誘導区域とは、都市機能を各拠点（中心拠点や拠点、地域拠点、特定機能広域連携拠点）に誘

導し集約することにより、各都市機能によるサービスの効率的な提供を図る区域です。 

将来、人口減少が進行すれば、施設利用客の減少による経営悪化によって、今まで身近で利用できた都

市機能などの日常生活に必要な機能が失われ、現在の暮らしやすさが損なわれることが懸念されます。 

そこで、都市機能誘導区域を設定し、都市機能を将来にわたり維持・確保することで、人口減少が進行し

た場合においても、住民の生活利便性を確保します。 

また、誘導区域相互が利便性の高い公共交通で結ばれることにより、移動しやすく暮らしやすい多極連

携の集約都市構造が形成されるとともに、都市全体の活力の向上が期待されます。 

なお、都市機能誘導区域を設定することにより、誘導区域外に誘導施設が立地する場合には、行政への

届出が必要となりますが、規制が生じるものではありません。 

一方、都市機能誘導区域は、住宅及び都市機能の立地の適正化を効果的に図るという観点から、原則と

して、居住誘導区域の中に設定する必要があります。また、居住誘導区域が市街化調整区域に設定できな

いため（都市再生特別措置法第 81 条 11 項より）、都市機能誘導区域も居住誘導区域と同様に市街化調

整区域への設定はできません。 
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（２）都市機能誘導区域設定の視点 

本市では、人口が減少に転じ、高齢者数は継続的に増加すると予測されています。このため、高齢者を

含めた多くの人が徒歩圏で都市機能や公共交通が利用できる「歩いて暮らせるまちづくり」が必要となっ

ています。 

都市機能誘導区域は、歩いて暮らせるまちづくりを実現するため、徒歩や自転車などによる移動で多様

な都市機能や公共交通を利用しやすい範囲に設定します。そのために必要となる視点を整理し、各拠点に

都市機能の誘導に適した区域を抽出します。 

視点 

視点① 徒歩で多様な都市機能を利用できる利便性の高い範囲の抽出 

多様な都市機能の集約を図るには、既存の都市機能を徒歩で利用できる範囲への施設誘導が効率的で

あるため、各都市機能の徒歩圏域が複数重なる利便性の高い範囲を抽出します。 

視点② 他地域から公共交通によるアクセスが容易な範囲の抽出 

人口が減少する中で、都市機能の利用者を確保し施設を存続するには、施設近隣だけでなく他地域か

らの利用者を確保する必要があるため、現況及び将来において交通結節点や公共交通へのアクセス性が

高い範囲を抽出します。 

視点③ 一定の人口密度を維持する範囲の抽出 

一定の人口密度のある区域は、将来においても人口密度を維持するために居住誘導区域として検討し

ます。人口密度は人口集中地区の基準の一つである人口密度 40 人/ha を条件とします。 

視点④ 土地利用規制誘導内容（用途地域）との整合性 

都市機能の誘導には、都市機能が立地可能な環境が必要であるため、視点①〜③で抽出した範囲と土

地利用規制誘導内容（用途地域）の整合性を勘案して、都市機能誘導区域を設定します。 

なお、良好な居住環境が形成され、将来の人口集積が予測される地域では、都市機能の充実を図るた

め、土地利用規制誘導内容（用途地域）変更の必要性を踏まえた上で、都市機能誘導区域を検討します。 

 

  

視点① 
徒歩で多様な都市機能を 
利用できる利便性の 
高い範囲の抽出 

視点② 
他地域から公共交通に 
よるアクセスが容易な 

範囲の抽出 

視点③ 
一定の人口密度を 
維持する範囲の 

抽出 

視点④ 
土地利用規制誘導内容（用途地域）との整合性 

視点①～③から、都市機能誘導に適した範囲を抽出 

都市機能誘導区域の設定 

【都市機能誘導区域設定フロー】 
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 視点①  徒歩で多様な都市機能を利用できる利便性の高い範囲の抽出 

・下記に示す、複数の都市機能の圏域（無理なく歩ける距離※）に含まれる箇所を抽出 

※無理なく歩ける距離として、「90％の人が抵抗を感じない徒歩距離が 300m」という調査結果を使

用しています。（出典：バスサービスハンドブック、土木学会） 

行政機能 市役所、行政センター、総合庁舎、総合複合施設 

医療機能 総合病院、診療所 

介護福祉機能 小規模多機能施設、短期入所施設、通所介護施設、訪問介護施設 

子育て機能 子育て支援センター、認可保育所、認定こども園、幼稚園 

商業機能 
スーパーマーケット、ディスカウントストア、ドラッグストア 

ホームセンター、専門店、コンビニエンスストア 

金融機能 銀行、信用金庫 

教育機能 
市立小学校、市立中学校、県立中学校、義務教育学校（大島学園）、 

高等学校、大学 

文化機能 図書館、市民ホール、コミュニティ・センター、体育施設、総合公園 
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 視点②  他地域から公共交通によるアクセスが容易な範囲の抽出 

・駅及びサービス水準の高いバス路線を利用しやすい範囲を整理し、公共交通によるアクセスが容易な

範囲を抽出 

・基幹的公共交通利用圏（鉄道駅 800ｍ圏域かつ 30 本/日以上（平日）運行しているバス路線のバス

停 300ｍ圏域） 
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 視点③  一定の人口密度を維持する範囲の抽出 

・R2 時点の DID 区域かつ R27 時点で 40 人/ha 以上の人口密度が想定される箇所 
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 視点④  用途地域との整合性 

・視点①～③により抽出される都市機能誘導に適した範囲と用途地域の整合性を勘案 

（用途地域内において視点①～③に含まれる範囲） 

 

  

99



 

（３）都市機能誘導区域の候補地 

複数の機能が徒歩で利用しやすく（視点①）、公共交通によるアクセスが便利であり（視点②）、将来にお

いて利用者が周辺に居住するため都市機能が存続しやすい（視点③）という、都市機能が立地する上で必

要となる条件を満たしている区域を抽出し、都市機能誘導区域に適した範囲として設定します。 

  【都市機能誘導区域設定の視点①～③の重複範囲】 

【各都市機能の徒歩圏が重なる範囲の説明】 

商業機能同士など、同じ種類の機

能が重ねっている箇所は利便性の

高い範囲として抽出しません。 

利便性の高い範囲 
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【都市機能誘導区域候補地】 

3 つの視点が重なった範囲を抽出 

（一定規模のまとまった区域を抽出） 
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（４）都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域は、「目指すべき都市の骨格構造」で位置づけた７箇所の各拠点（中心拠点／拠点、地

域拠点、特定機能広域連携拠点）周辺に設定します。 

区域の設定にあたっては、都市機能誘導区域設定の視点により抽出した都市機能誘導区域候補地（視

点①～③の重複範囲）を基本として、以下の基準により具体的な境界を設定します。 

 

（都市機能誘導区域の境界設定基準） 

①既存の土地利用規制誘導境界である用途地域界を基本として設定します。 

②用途地域界のない箇所については、地形、地物に沿って区域を設定します。 

③立地適正化計画の対象範囲となる市街化区域内で設定します。 

④主要幹線道路沿道を境界とする場合は、沿道街区の後背道路境界、もしくは敷地境界で設定します。 

⑤将来の複合施設化や機能転換が考えられるような大規模な公有地などを境界とする場合は、その敷

地境界で設定します。 

⑥各拠点周辺で都市機能の誘導に係る内容の地区計画が定められている場合は、地区計画の目標や方

針などとの整合性を図りながら地区計画区域で設定します。 

⑦隣接する各拠点の都市機能誘導区域が重なる、もしくは近接する場合は、一体の区域として設定しま

す。 

⑧災害リスクが高い地域（下記）は、区域に含めません。 

（災害リスクの高い地域） 

ア． 土砂災害特別警戒区域 

イ． 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

ウ． 津波災害特別警戒区域 

エ． 災害危険区域（都市再生特別措置法で居住誘導区域に含まないこととされている区域を除く） 

オ． 地すべりなど防止法第３条第１項に規定する地すべり防止区域  
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各拠点周辺における具体的な都市機能誘導区域の設定（参考資料）を踏まえて、宗像市立地適正化計画

による都市機能誘導区域を設定します。 
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２.誘導施設の設定                                                    

各拠点に設定した都市機能誘導区域へ誘導する施設として「誘導施設」を設定します。 

誘導施設は、各拠点における現在の人口世代構成や将来の人口推計、都市機能の充足状況や配置を勘

案し、各拠点の特性や方向性を確認し設定します。 

 

（１）誘導施設とは 

誘導施設（都市機能誘導区域に集約すべき施設）は、将来の人口減少・超高齢社会において、居住者の

生活利便性を維持するために、都市機能誘導区域内に維持・確保す日常生活に必要な施設（都市機能）で

す。 

また、各拠点の都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能を設定しますが、この際、当該区域

における現在の人口世代構成や将来の人口推計、施設の充足状況や配置を勘案し、必要となる施設を定

めます。 

なお、生活拠点については、都市機能誘導区域を設定していないため、誘導施設の設定を行わないもの

とします。しかし、他の拠点と同様に人口特性、施設の充足度の分析を行うことにより、誘導するべき施設

の把握を行います。生活拠点に施設を立地させる際には、近隣の誘導施設との関係を総合的に勘案しな

がらその都度検討を行うことします。 
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（２）本市で定める誘導施設 

■誘導施設に設定する施設 

機能 誘導施設 設定理由 

商業機能 売場面積が 3,000 ㎡以上の商業施設 
市内外からの利用が想定されるため、利用者

のアクセス性を考慮 

医療機能 病院（内科または外科を有するもの） 
市内外からの利用が想定されるため、利用者

のアクセス性を考慮 

子育て機能 子育て支援センター 
１施設で市全域をカバーすることが想定され

るため、利用者のアクセス性を考慮 

金融機能 
・銀行   ・信用金庫 

※ATM コーナーは除く 

日常生活における現金の引き出し、決済、融

資等の窓口業務を行うため、利用者のアクセ

ス性を考慮 

行政機能 

・庁舎（国、市） 

・市の施策として立地の方向性が示さ

れた施設 

１施設で周辺市町を含めた広域をカバーする

ことが想定されるため、利用者のアクセス性

を考慮 

教育・ 

文化機能 

・県立中学校  ・高等学校 

・大学     ・学術研究機関 

市内外からの通学が想定されるため、通学者

のアクセス性を考慮 

・文化ホール  ・体育館 

・基幹図書館 

全市民による利用が想定され、１施設で市全

域をカバーすることが想定されるため、利用

者のアクセス性を考慮 

 

■誘導施設に設定しない施設 

・市全域に立地していることが望ましい施設は誘導施設には設定しない 

機能 施設 

商業機能 

売場面積が 3,000 ㎡未満の商業施設 

※食品スーパー、コンビニなどは、日常生活において、必要最低限の施設であ

り、都市機能誘導区域外での立地を要すると考えるため、誘導施設への設定を

行いません。 

医療機能 診療所（内科または外科を有するもの） 

介護福祉 

機能 

・小規模多機能施設   ・短期入所施設 

・通所介護施設     ・訪問介護施設 

子育て機能 ・保育所    ・幼稚園   ・認定こども園 

金融機能 ・農協   ・漁協   ・郵便局 

教育・文化機能 ・市立小学校   ・市立中学校   ・図書館（分館） 

 

（３）関連計画で位置づけられた都市機能の誘導方針の反映 

公共施設などの都市機能は、市の関連計画に位置づけた上で施設整備を図るため、関連計画に位置づ

けられた時点で、当該施設整備方針に適合するように誘導施設として設定します。 

公共施設の統合計画などについて、具体的な施設配置が決定した時点で、誘導施設として設定を行い

ますが、現在、関連計画による位置づけがある都市機能はありません。 

また、都市機能のうち、「行政機能」、「子育て機能」、「教育・文化機能」は、市の関連計画で位置づけられ

た際に、誘導施設としての設定の検討や追加を行います。 
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（４）各拠点の誘導施設の設定 

本市で定める誘導施設の例を以下の表に示します。 

各拠点における誘導施設は誘導施設の方向性、設定方針を参考にし、設定を行います。 

また、誘導施設に設定された施設を都市機能誘導区域外に立地させる際には、届出の提出が必要とな

ります。 

 

機能 誘導施設 

国・地方公共団体に 

よる立地が考えられる

施設 

民間による立地が 

考えられる施設 

商業機能 売場面積が 3,000 ㎡以上の商業施設  ○ 

医療機能 病院（内科または外科を有するもの）  ○ 

子育て機能 子育て支援センター ○  

金融機能 
・銀行   ・信用金庫 

※ATM コーナーは除く 
 ○ 

行政機能 

・庁舎（国、市） 

・市の施策として立地の方向性が示さ

れた施設 

○  

教育・ 

文化機能 

・県立中学校  ・高等学校 

・大学     ・学術研究機関 
○  

・文化ホール  ・体育館 

・基幹図書館 
○  

 

 

【本市で定める誘導施設】 

【誘導施設を設定する拠点の位置】 
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●：誘導施設   △：市の施策に基づき適宜誘導施設への設定を検討 

【各拠点の誘導施設の方向性】 
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第６章 

居住誘導区域（案）

108



 

１．居住誘導区域の設定                                                   

居住誘導区域を設定するための視点の整理を行い、居住誘導区域を設定します。 

 

（１）居住誘導区域とは 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても⼀定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活

サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 

このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを

勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施

設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めます。 

（居住誘導区域の設定） 

居住誘導区域を定めることが考えられる区域として、以下が考えられる。 

ア．都市機能や居住が集積している中⼼拠点／拠点、地域拠点、生活拠点並びにその周辺の区域 

イ．中心拠点／拠点、地域拠点、生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、中

心拠点／拠点、地域拠点、生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 
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（２）居住誘導区域設定の視点 

居住誘導区域は、生活利便性の高い範囲に設定します。そのために必要となる視点を整理し、本市の立

地適正化計画における居住誘導区域に適した区域を抽出します。 

 

視点 

視点① 都市機能が集積する範囲（都市機能誘導区域の周辺）の抽出 

住民の生活を支える機能やサービスが身近に備わる区域が居住を誘導すべき区域であり、併せて都市機

能を維持するためには、周辺に一定の居住人口の集積が必要であることから、都市機能誘導区域周辺から

800m を居住誘導区域として検討します。（都市機能の集積する区域へ徒歩でアクセスが容易な範囲） 

視点② 公共交通によるアクセスが容易な範囲の抽出 

都市機能誘導区域への公共交通アクセス（駅から 800m または運行本数の多いバス路線（30 本／日以

上（平日））のバス停徒歩圏内（300ｍ））が容易な範囲は、居住誘導区域に含めることを前提とした検討を行

います。 

今後は、高齢者の増加により交通弱者が増えることから、既に公共交通の利便性の高い地域においては、

居住が少ない地域であっても公共交通を維持するために一定の人口密度を確保する必要があるため、居住

誘導区域に含めることを基本とします。 

視点③ 良好な住環境が整備された範囲の抽出 

土地区画整理事業の実施個所、1ha 以上の開発許可による主な住居系開発・整備範囲、一団地の住宅施

設による住宅団地を含めることを前提とした検討を行います。 

視点④ 一定の人口密度を維持する範囲の抽出 

一定の人口密度のある区域は、将来においても人口密度を維持するために居住誘導区域として検討しま

す。人口密度は人口集中地区の基準の一つである人口密度 40 人/ha を条件とします。 

 

  

居住誘導区域に適した範囲と居住誘導区域に含まない範囲を勘案 

視点①～④から、居住誘導区域に適した範囲を抽出 

居住誘導区域の設定 

視点① 
都市機能の集積する範囲
（都市機能誘導区域の 

周辺）の抽出 

視点② 
公共交通による 
アクセスが容易な 

範囲の抽出 

視点③ 
良好な住環境が 
整備された範囲の 

抽出 

視点④ 
一定の人口密度を 
維持する範囲の 

抽出 

【居住誘導区域設定フロー】 
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 視点①  都市機能の集積する範囲（都市機能誘導区域の周辺）の抽出 

・都市機能誘導区域を生活利便性の高い範囲を考え、都市機能誘導区域からの徒歩圏（800ｍ）を生活

利便性の高い範囲として抽出 
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 視点②  公共交通によるアクセスが容易な範囲の抽出 

・駅及びサービス水準の高いバス路線を利用しやすい範囲を整理し、公共交通によるアクセスが容易な

範囲を抽出 

・基幹的公共交通利用圏（鉄道駅 800ｍ圏域かつ 30 本/日以上（平日）運行しているバス路線のバス

停 300ｍ圏域） 
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 視点③  良好な住環境が整備された範囲の抽出 

・土地区画整理事業の実施箇所、1ha 以上の開発許可による主な住居系開発・整備範囲、一団地認定に

よる住宅団地 
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 視点④  ⼀定の⼈⼝密度を維持する範囲の抽出 

・R2 時点の DID かつ R27 時点で 40 人/ha 以上の人口密度が想定される箇所 
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（３）居住誘導区域に適した範囲 

都市機能が利用しやすく（視点①）、公共交通によるアクセスが容易であり（視点②）、良好な住環境が整

備されており（視点③）、将来においても一定の人口密度が集積している（視点④）という、居住誘導区域

を設定する上で必要な条件をみたしている区域を抽出し、居住誘導区域に適した範囲として設定します。 

【居住誘導区域設定の視点①～④の重複範囲】 
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（４）居住誘導区域の設定 

区域の設定にあたっては、居住誘導区域設定の視点により抽出した居住誘導区域候補地（視点①～④

より）を基本として、以下の基準により具体的な境界を設定します。 

（居住誘導区域の境界設定基準） 

①立地適正化計画の対象範囲となる市街化区域内で設定します。 

②市街化区域界のない箇所については、地形、地物に沿って区域を設定します。 

（居住誘導区域に含まない範囲） 

都市再生特別措置法、同法施行令により「居住誘導区域に含まないとされている区域」を居住誘導区

域から除外するとともに、災害リスク、災害避難体制の整備状況などを総合的に勘案し、居住を誘導す

ることが適当ではないと判断される区域の検討を行います。 

○土砂災害特別警戒区域      ○津波災害特別警戒区域 

○災害危険区域            ○地すべり防止区域 

○急傾斜地崩壊危険区域 

また、以下の災害ハザードについては、「居住誘導区域に原則として含まないこととすべき区域」とさ

れていますが、災害リスクを把握したうえで、警戒避難体制に向けた対策や災害を防止・軽減するため

の対策を講じるとともに、市民と地域の防災力向上に向けた取組をより一層進めることから、居住誘導

区域に含めることとします。（災害リスクや対策の詳細については、「第 7 章防災指針」を参照） 

○浸水想定区域            ○家屋倒壊等氾濫想定区域 

○土砂災害警戒区域 

 

市街化区域内において市街化が進行しておらず、まとまった緑地が保全されている区域を居住誘導

区域から除外する検討を行います。 

○市街化区域内山林現況 
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【居住誘導区域】 
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 【居住誘導区域及び都市機能誘導区域】 
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第７章 

防災指針
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１．防災指針とは                                                      

（１）防災指針の目的 

近年、全国各地で土砂災害や河川堤防の決壊等が発生し、人命や家屋、社会経済に甚大な被害が生じて

います。今後も全国的に気候変動の影響から降雨量が増加し、洪水や内水被害、津波、高潮、土砂災害と

いった水災害が頻発・激甚化することが懸念されます。 

国においては、このような自然災害に対応するため、令和 2 年 9 月に都市再生特別措置法が一部改正

施行され、立地適正化計画に「居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の

立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針」（以下、「防災指針」とい

う。）を定めることが新たに位置づけられました。 

宗像市では、起こりうる災害リスクに対し、防災・減災対策の取組方針及びエリアごとの課題に即した取

り組みを定め、安全なまちづくりに必要な対策を計画的かつ着実に講じるため防災指針を策定します。 

 

（２）本市における防災指針の方針 

立地適正化計画における防災指針は、居住誘導区域や都市機能誘導区域での都市の防災機能の確保に

関する方向性を位置付けるものです。しかしながら、本市は、居住誘導区域外や市街化調整区域において

も多数の集落があり、これらの箇所においても大雨などの災害に対するリスクが指摘されていることか

ら、居住誘導区域外に既に居住している住民の安全性も確保することが重要となります。 

そのため、本防災指針では、宗像市全域を対象としてエリアごとの災害リスクを明確にし、そのリスクを

回避・低減するための取組方針等を設定し、各分野の取組を明示します。 

また、防災指針の策定にあたっては、地域防災計画等の各種計画や「流域治水」の考え方も踏まえ、エリ

アの特性を考慮して策定します。  
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都市計画法に基づくマスタープラン 

 

 

 

福岡都市圏都市計画区域の 
整備、開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン） 

宗像市の建設に関する基本構想 
●第３次宗像市総合計画 
●第３次宗像市国土利用計画 
●都市再生基本方針 

即する 

第３次宗像市都市計画マスタープラン 
・都市づくりの将来像や目標 
・土地利用の方針 
・道路や公園、下水道の整備 

方針を設定 

『宗像市立地適正化計画』 
・
・居住を特に促進する区域 
・特に誘導すべき施設を設定 

〔関連計画〕 

宗像市地域防災計画 

防災指針 

雨に強いまちづくりビジョン 

整合 
連携 

北九州・宗像圏域流域治水プロジェクト【宗像ブロック】 

各分野にかかる計画 

即する 

地域公共交通計画 
もしくは 

都市・地域総合交通戦略 

即する 

【立地適正化計画の位置づけ】 
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（３）防災指針策定の流れ 

防災指針は、国土交通省「立地適正化計画策定の手引き」に基づき策定します。 

防災指針の検討にあたっては、まず災害リスク分析のため、個々の災害情報を収集・整理し、宗像市全

域を対象としたマクロ分析、エリアごとに課題を抽出するミクロ分析を実施します。マクロ分析について

は、各種ハザード情報に対する影響面積や影響人口を算出し、各種ハザード情報に対する課題を整理しま

す。ミクロ分析については、各種ハザード情報に建物や避難所等の立地状況を重ね合わせ、エリアごとの

課題を抽出します。 

次にエリアごとに課題を地図上に示すことで、災害リスクの見える化と課題の整理を行います。整理し

た課題の対応策と宗像市としてのまちづくりの方向性を踏まえ、防災まちづくりを推進するための将来像

や災害リスクを低減・回避するための取組方針を設定します。 

これらの取組方針に対して、どのように取り組んでいくかの実施プログラムを設定したうえで、防災ま

ちづくりの目標値を示します。 

  

 

個々の災害情報の収集・整理 

 

 

マクロ分析 
（宗像市全域を対象とした分析） 

ミクロ分析 
（エリアごとの分析） 

各種ハザードに対する 
宗像市全域での課題を抽出 

複数情報の重ね合わせによる 
エリアごとの課題を抽出 

課
題
の
整
理 

宗像市としての 
まちづくり方向性を加味  

 

防災まちづくりを推進するための将来像、取組方針の設定 

 

具体的な取組、スケジュールの設定 

 

目標値の設定 

123



２．災害リスクの分析                                                  

（１）宗像市全域を対象としたマクロ分析 

１）マクロ分析のイメージ 

マクロ分析を行うにあたっては、各種ハザード区域の指定状況と人口・建物立地状況を重ね合わせ、

市全体の傾向を整理します。 

  

人口メッシュ分布図（500m） 浸水想定区域図（想定最大規模） 

【マクロ分析のイメージ】 

重ね合わせることによって 

市全域の傾向を整理 
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２）災害ハザード情報の整理 

災害ハザード情報については、福岡県や宗像市が公表している情報をもとに整理します。 

①災害イエローゾーン 

災害イエローゾーンとは、住民等の生命や身体に危害が生じる恐れがあり、建築や開発行為等の

規制はないものの、区域内の警戒避難体制を整備すべき地域です。国土交通省の「立地適正化計

画作成の手引き」によると、災害の状況や都市の形成状況等を総合的に勘案し、適切でないと判断

される場合は、原則的に都市機能誘導区域や居住誘導区域に含まないこととすべき区域されてい

ます。本市では、既に市街地が形成されている地域においてイエローゾーンが指定されています

が、これらの地域を全て誘導区域から除外することは現実的に困難であると想定されることから、

災害リスクを把握したうえで、警戒避難体制に向けた対策や災害を防止・軽減するための対策を講

じるとともに、市民と地域の防災力向上に向けた取組をより一層進めることから、居住誘導区域に

含めることとします。 

災害の種別 ハザード情報 備考 

洪水 

洪水浸水想定区域（計画規模） 

●堤防が決壊し、河川が氾濫した際に浸水す

る可能性のある区域 

※比較的高い頻度で発生する大雨を想定 

・計画規模（1/50）  

50 年に 1 回程度の規模 
［対象となる河川と算出条件］ 
 ・釣川、八並川、山田川 
 （流域 24 時間総雨量 245 ㎜） 

洪水浸水想定区域（想定最大規模） 

●堤防が決壊し、河川が氾濫した際に浸水す

る可能性のある区域 

※想定しうる最大規模の大雨を想定 

 

 

 

 

 

・想定最大規模（1/1000） 

1000 年に 1 回程度の規模 
［対象となる河川と算出条件］ 
・釣川、八並川、山田川 

 （流域 6 時間総雨量 543 ㎜） 
・樽見川、吉田川、阿久住川、 

四十里川、横山川、大井川、 
高瀬川、朝町川 

 （流域 24 時間総雨量 992 ㎜） 

洪水浸水想定区域（浸水継続時間） 

●河川が氾濫し、一定の浸水深＊に達してから

その浸水深を下回るまでの時間 

・想定最大規模（1/1000） 

1000 年に 1 回程度の規模 

※福岡県では 0.5m（歩行が困難となり屋外

への避難ができず、孤立する可能性がある

浸水深） 

津波 

津波浸水想定区域 

●地震などで海底が盛り上がったことにより

発生する波によって浸水する可能性のある

区域 

 

 

 

 

・最大クラス 

（発生頻度は極めて低い） 
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災害の種別 ハザード情報 備考 

土砂災害 

土砂災害警戒区域 

●山やがけが崩れ、崩れた土砂が雨水や川の

水と混じって流れることで、家屋が倒壊す

る可能性のある区域 

 

 

 

 

 

 

土砂災害の種類 

・土石流 

山腹が崩壊して生じた土石流または渓流

の土石等が水と一体となって流下する自

然現象 

 

 

 

 

 

・地すべり 

土地の一部が地下水等に起因して滑る又

はこれに伴って移動する自然現象 

 

 

 

 

 

 

 

・急傾斜地の崩壊 

傾斜度が 30 度以上である土地が崩壊す

る自然現象 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 
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②災害レッドゾーン 

災害レッドゾーンとは、住民等の生命や身体に著しい危害が生じる恐れがあり、建築や開発行為等

に対する規制がされている地域です。国土交通省の「立地適正化計画作成の手引き」によると、都市

機能誘導区域や居住誘導区域に含めてはならない区域とされています。 

災害の種別 ハザード情報 備考 

土砂災害 

土砂災害特別警戒区域 

●山やがけが崩れ、崩れた土砂が雨水や川の

水と混じって流れることで、家屋が倒壊す

る可能性のある区域 

 

 

 

 

 

 

土砂災害の種類 

・土石流 

山腹が崩壊して生じた

土石流または渓流の土

石等が水と一体となっ

て流下する自然現象 

 

・急傾斜地の崩壊 

傾斜度が 30 度以上

である土地が崩壊す

る自然現象 

 

 

 

出典：国土交通省 

急傾斜地崩壊危険区域 

●崩壊する恐れのある急傾斜地（高さ 5m 以

上、傾斜度が30度以上の土地）で、崩壊に

よって周辺の居住者に被害の恐れがある

区域 

 

 

 

 

 

・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

とは別に設定されている 

災害危険区域 

●津波、高潮、出水等による危険の著しい区

域 

・住居の用に供する建築の禁止等、建築物の

建築に関する制限で災害防止上必要なも

のを当該条例で定めることができる 

地すべり防止

区域 

●地すべりによる被害を防止したり、軽減し

たりするため、「地すべりを誘発助長する

ような行為を制限する必要がある土地」や

「地すべり防止工事を行う必要がある土

地」に指定される区域 

・地すべり防止区域に指定されると必要な施

設（排水施設、擁壁等）を設置しなければな

らない 

・実質、掘削などが必要となる住宅（戸建・マ

ンション）の建築は都道府県知事の許可が

必要 
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③その他（イエロー・レッドゾーンの分類されないハザード）

災害レッドゾーンやイエローゾーンに分類されませんが、洪水や内水、ため池浸水、高潮、地震につ

いても災害による被害が懸念されることから、公表されている資料をもとに整理します。 

また、大規模盛土造成地については滑動崩落の可能性があることから、これらの情報についても公

表されている資料をもとに整理します。 

災害の種別 ハザード情報 備考 

洪水 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

●堤防が決壊し、河川から流れ込む水の力で

木造家屋が倒壊、流失する可能性のある区

域

・想定最大規模（1/1000）

1000 年に 1 回程度の規模

家屋倒壊等氾濫想定区域 

(河岸浸食) 

●激しい川の流れにより、堤防や家屋の基礎

を支える地盤が削られ、家屋が流失・倒壊

する可能性のある区域

・想定最大規模（1/1000）

1000 年に 1 回程度の規模

内水 

内水浸水想定区域 

●大雨が降った際に、雨水が河川や海に流れ

きらず、浸水する可能性のある区域

・平成 21 年 7 月 24 日の大雨で浸水した状

況（日降水量245mm、時間最大 68mm）を

浸水シミュレーション等で再現したもの

ため池浸水 

ため池浸水想定区域 

●ため池の堤防が決壊し、満水状態の水がす

べて流れ出した際に浸水する可能性のあ

る区域

・想定降雨の設定なし

高潮 

高潮浸水想定区域 

●気圧の低下によって、潮位が高くなった際

に浸水する可能性のある区域

・想定最大規模（1/1000）

1000 年に 1 回程度の規模
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災害の種別 ハザード情報 備考 

地震 

震度想定 

宗像市内で発生しうる最大規模の地震によ

って想定されている震度分布 

・西山断層帯地震を想定 

大規模盛土造成

地の滑動崩落 

大規模盛土造成地 

・谷埋め型大規模盛土造成地 

盛土の面積が 3,000 ㎡以上 

 

 

 

 

 

 

 

・腹付け型大規模盛土造成地 

 盛土する前の地盤面の水平面に対する角度

が 20 度以上で、かつ、盛土の高さが 5m

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 

大規模盛土の滑動崩落イメージ 

・谷埋め型 

地震時に宅地造成前の谷底付近や盛土内

部を滑り面として、盛土造成地全体、また

は、大部分が斜面下部方向へ移動する 

 

 

 

 

 

 

 

・腹付け型 

地震時に盛土造成地全体、または、大部分

が斜面下部方向へ移動する 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 

 

要配慮者利用施設（幼稚園、高齢者福祉施設、病院など）については、災害が発生した際に円滑か

つ迅速な避難の確保を図る必要があります。 

 施設の内容 備考 

要配慮者 

利用施設 

要配慮者利用施設 

幼稚園、高齢者福祉施設、病院など主として

防災上の配慮を要する人が利用する施設 
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３）洪水浸水想定区域（計画規模） 

洪水浸水想定区域（計画規模）とは、概ね 50 年に一度の確率で発生する大雨によって堤防が決壊し

たり河川から水があふれたりした場合に、その氾濫水によって浸水が想定される範囲の浸水深を示す

ものです。 

 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 

計画規模の豪雨災害が発生した際においては、釣川の沿岸部において最大５ｍ未満の浸水が想

定されています。 

課題 
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JR 赤間駅 

宗像市役所 

宗像警察署 

釣川 

釣川 

（参考）JR ⾚間駅周辺における浸⽔想定（計画規模） 

（参考）宗像市役所周辺における浸⽔想定（計画規模） 
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 想定浸水深（m） 

0.5m 未満 0.5～3m 3～5m 5m 以上 合計 

浸
水
想
定
面
積 

(

ｈ
ａ) 

市域全域 
160.9ha 

（1.3%） 

395.3ha 

（3.3%） 

3.5ha 

（0.0%） 

0.2ha 

（0.0%） 

559.9ha 

（4.6％） 

市街化区域 
63.7ha 

（3.4%） 

53.6ha 

（2.9%） 

0.3ha 

（0.0%） 
― 

 117.6ha 

（6.3％） 

居住誘導区域 
51.5ha 

（3.6%） 

36.7ha 

（2.5%） 

0.1ha 

（0.0%） 
― 

88.3ha 

（6.1％） 

居
住
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
2,310 人 

（2.4%） 

2,217 人 

（2.3%） 

0 人 

（0.0%） 

0 人 

（0.0%） 

4,527 人 

（4.7％） 

市街化区域 
2,045 人 

（2.6%） 

1,941 人 

（2.5%） 

0 人 

（0.0%） 
― 

3,986 人 

（5.1％） 

居住誘導区域 
1,990 人 

（2.7%） 

1,884 人 

（2.6%） 

0 人 

（0.0%） 
― 

3,874 人 

（5.3％） 

要
配
慮
者
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
868 人 

（2.3%） 

813 人 

（2.2%） 

0 人 

（0.0%） 

0 人 

（0.0%） 

1,681 人 

（4.5％） 

市街化区域 
758 人 

（2.6%） 

702 人 

（2.4%） 

0 人 

（0.0%） 
― 

1,460 人 

（5.0％） 

居住誘導区域 
739 人 

（2.6%） 

682 人 

（2.4%） 

0 人 

（0.0%） 
― 

1,421 人 

（5.0％） 

※要配慮者の人口動向については、「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出。 

計画規模の豪雨災害が発生した際の浸水想定面積を見ると、市街化区域や居住誘導区域の概ね

６％が浸水想定区域内に含まれています。人口動向を見ると、各区域の概ね５％程度が浸水想定区

域内に居住していることがわかります。 

課題 
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※要配慮者の人口動向については、「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出。 

  

JR 赤間駅 

宗像市役所 

宗像警察署 

釣川 

（参考）JR ⾚間駅周辺における浸⽔想定（想定最⼤規模） 

（参考）宗像市役所周辺における浸⽔想定（想定最⼤規模） 
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 想定浸水深（m） 

0.5m 未満 0.5～3m 3～5m 5m 以上 合計 

浸
水
想
定
面
積 

(

ｈ
ａ) 

市域全域 
115.3ha 

（1.0%） 

720.5ha 

（6.0%） 

181.1ha 

（1.5%） 

17.0ha 

（0.1%） 

1033.9ha 

（8.6％） 

市街化区域 
34.0ha 

（1.8%） 

226.8ha 

（12.1%） 

33.9ha 

（1.8%） 

0.8ha 

（0.0%） 

295.5ha 

（15.7％） 

居住誘導区域 
29.2ha 

（2.0%） 

157.1ha 

（10.8%） 

12.8ha 

（0.9%） 

0.3ha 

（0.0%） 

199.4ha 

（13.7％） 

居
住
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
1,529 人 

（1.6%） 

9,378 人 

（9.7%） 

794 人 

（0.8%） 

9 人 

（0.0%） 

11,710 人 

（12.1％） 

市街化区域 
1,206 人 

（1.5%） 

7,878 人 

（10.1%） 

642 人 

（0.8%） 

4 人 

（0.0%） 

9,730 人 

（12.4％） 

居住誘導区域 
1,118 人 

（1.5%） 

7,366 人 

（10.0%） 

515 人 

（0.7%） 

0 人 

（0.0%） 

8,999 人 

（12.2％） 

要
配
慮
者
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
562 人 

（1.5%） 

3,412 人 

（9.1%） 

263 人 

（0.7%） 

3 人 

（0.0%） 

4,240 人 

（11.3％） 

市街化区域 
416 人 

（1.4%） 

2,777 人 

（9.4%） 

210 人 

（0.7%） 

1 人 

（0.0%） 

3,404 人 

（11.5％） 

居住誘導区域 
385 人 

（1.4%） 

2,605 人 

（9.3%） 

166 人 

（0.6%） 

0 人 

（0.0%） 

3,106 人 

（11.3％） 

※要配慮者の人口動向については、「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出。 

区域に占める割合が 10％以上の項目は黄色で着色。  

想定最大規模の豪雨災害が発生した際の浸水想定面積を見ると、市街化区域の 12％程度、居住

誘導区域の 11％程度が浸水深 0.5～３ｍの箇所に含まれています。人口動向を見ると、浸水深が

0.5～３ｍの箇所に概ね 10％程度の人が居住している状況です。 

課題 
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４）浸水継続時間

浸水継続時間とは、概ね 1000 年に一度の確率で発生する大雨により、河川が氾濫した際に一定の

浸水深に達してから、その浸水深を下回るまでの時間を示すものです。 

 

想定最大規模の豪雨災害が発生した際の浸水継続時間を見ると、市役所北側の市街化調整区域

で１日以上の浸水が想定されています。 

居住誘導区域内においては、市役所周辺や赤間駅周辺で１日未満の浸水が想定されています。 

課題 

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 
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５）家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）とは、概ね 1000 年に一度の確率で発生する大雨により堤防が

決壊し、河川から流れ込む水の力によって、堤防で守られていた木造家屋が倒壊、流失する「氾濫流」が

起こる区域です。「氾濫流」については、釣川の周辺において想定されています。 

  

居住誘導区域内においては、赤間駅南側の釣川沿岸においてわずかながら指定がされています。 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）に含まれる建物は市域全域で 148 棟、市街化区域内で 55

棟、居住誘導区域内で 36 棟となっています。 

課題 

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 
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６）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）とは、概ね 1000 年に一度の確率で発生する大雨による激し

い川の流れにより、堤防や家屋の基礎を支える地盤が削られ、家屋が流失、倒壊する「河岸浸食」が起こ

る区域です。「河岸浸食」については、市内を流れる各河川の沿岸に指定されています。 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）に含まれる建物は市域全域で 1,048 棟、市街化区域内で

693 棟、居住誘導区域内で 607 棟となっています。 

課題 

出典：福岡県洪水浸水想定区域図 
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７）内水浸水想定区域 

 内水浸水想定区域とは、雨水が河川や海に流れきらず、浸水する可能性のある区域です。 

 

  

出典：宗像市資料

内水浸水が発生した際においては、主に農地として利用されている箇所において最大で３ｍ未満

の浸水が想定されています。 

居住誘導区域内においては、赤間駅周辺において最大３ｍ未満の浸水が想定されています。 

課題 
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 想定浸水深（m） 

0.5m 未満 0.5～3m 3～5m 5m 以上 合計 

浸
水
想
定
面
積 

(

ｈ
ａ) 

市域全域 
512.8ha 

（4.3%） 

282.2ha 

（2.4%） 
― ― 

795ha 

（6.7％） 

市街化区域 
107.1ha 

（5.7%） 

36.2ha 

（1.9%） 
― ― 

143.3ha 

（7.6％） 

居住誘導区域 
68.7ha 

（4.7%） 

13.2ha 

（0.9%） 
― ― 

81.9ha 

（5.6％） 

居
住
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
3,769 人 

（3.9%） 

1,002 人 

（1.0%） 
― ― 

4,771 人 

（4.9％） 

市街化区域 
2,984 人 

（3.8%） 

841 人 

（1.1%） 
― ― 

3,825 人 

（4.9％） 

居住誘導区域 
2,687 人 

（3.7%） 

789 人 

（1.1%） 
― ― 

3,476 人 

（4.8％） 

要
配
慮
者
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
1,420 人 

（3.8%） 

352 人 

（0.9%） 
― ― 

1,772 人 

（4.7％） 

市街化区域 
1,090 人 

（3.7%） 

283 人 

（1.0%） 
― ― 

1,373 人 

（4.7％） 

居住誘導区域 
987 人 

（3.5%） 

266 人 

（1.0%） 
― ― 

1,253 人 

（4.5％） 

※要配慮者の人口動向については、「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出。 

  

 内水被害が発生した際の浸水想定面積を見ると、市街化区域の８％程度が浸水想定区域に含ま

れていることがわかります。人口動向を見ると、各区域の概ね５％程度が浸水想定区域内に居住し

ていることがわかります。 

課題 
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８）ため池浸水想定区域 

ため池浸水想定区域とは、ため池の堤防が決壊し、満水状態の水がすべて流れ出した際に浸水する

可能性のある区域です。 

 

  

出典：宗像市ため池ハザードマップ

ため池の堤防決壊による浸水被害が発生した際においては、主に農地として利用されている箇

所において最大で５ｍ以上の浸水が想定されています。 

 居住誘導区域内においては、各ため池の周辺において、最大で５ｍ以上の浸水が想定されてい

ます。 

課題 
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 想定浸水深（m） 

0.5m 未満 0.5～1m 1～2m 2～5m 5m 以上 合計 

浸
水
想
定
面
積 

(

ｈ
ａ) 

市域全域 
1,407.5ha 

（11.7%） 

334.2ha 

（2.8%） 

143.6ha 

（1.2%） 

34.6ha 

（0.3%） 

1.0ha 

（0.0%） 

1,920.9ha 

（16.0％） 

市街化区域 
204.6ha 

（10.9%） 

51.8ha 

（2.8%） 

22.5ha 

（1.2%） 

5.5ha 

（0.3%） 

0.1ha 

（0.0%） 

284.5ha 

（15.2％） 

居住誘導区域 
125.6ha 

（8.7%） 

32.4ha 

（2.2%） 

16.6ha 

（1.1%） 

4.5ha 

（0.3%） 

0.0ha 

（0.0%） 

179.1ha 

（12.3％） 

居
住
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
7,859 人 

（8.1%） 

2,634 人 

（2.7%） 

1,344 人 

（1.4%） 

250 人 

（0.3%） 

3 人 

（0.0%） 

1,209 人 

（12.5％） 

市街化区域 
5,362 人 

（6.9%） 

1,845 人 

（2.4%） 

993 人 

（1.3%） 

174 人 

（0.2%） 

3 人 

（0.0%） 

8,377 人 

（10.8％） 

居住誘導区域 
4,896 人 

（6.7%） 

1,750 人 

（2.4%） 

963 人 

（1.3%） 

169 人 

（0.2%） 

3 人 

（0.0%） 

7,781 人 

（10.6％） 

要
配
慮
者
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
2,998 人 

（8.0%） 

1,018 人 

（2.7%） 

526 人 

（1.4%） 

101 人 

（0.3%） 

1 人 

（0.0%） 

4,644 人 

（12.4％） 

市街化区域 
1,937 人 

（6.5%） 

674 人 

（2.3%） 

370 人 

（1.2%） 

67 人 

（0.2%） 

1 人 

（0.0%） 

3,049 人 

（10.2％） 

居住誘導区域 
1,765 人 

（6.3%） 

639 人 

（2.3%） 

360 人 

（1.3%） 

65 人 

（0.2%） 

1 人 

（0.0%） 

2,830 人 

（10.1％） 

※要配慮者の人口動向については「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出。 

ため池の堤防決壊による浸水被害が発生した際の浸水想定面積を見ると、市域全域の 16％程

度、市街化区域の 15％程度、居住誘導区域の 12％程度が浸水想定区域に含まれています。人口

動向を見ると、浸水深が 0.5ｍ未満のエリア内に市域全域では人口の８％程度、市街化区域や居住

誘導区域においては人口の７％程度の居住がみられます。 

課題 
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９）高潮浸水想定区域 

高潮浸水想定区域とは、気圧が低下し、潮位が高くなった際に浸水する可能性のある区域です。 
 

  

宗像市役所 

出典：福岡県高潮浸水想定区域図 

高潮浸水想定区域の状況を見ると、市北側の釣川周辺において 0.5ｍ未満の浸水が想定されて

います。 

 居住誘導区域内においては、市役所周辺において 0.5ｍ未満の浸水が想定されています。 

課題 
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 想定浸水深（m） 

0.5m 未満 0.5～3m 3～5m 5m 以上 合計 

浸
水
想
定
面
積 

(

ｈ
ａ) 

市域全域 
83.2ha 

（0.7%） 

484.3ha 

（4.0%） 

106.3ha 

（0.9%） 

13.3ha 

（4.1%） 

687.1ha 

（9.7％） 

市街化区域 
13.6ha 

（0.7%） 

19.6ha 

（1.0%） 

0.1ha 

（0.0%） 
― 

33.3ha 

（1.7％） 

居住誘導区域 
11.4ha 

（0.8%） 

13.8ha 

（1.0%） 
― ― 

25.2ha 

（1.8％） 

居
住
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
783 人 

（0.8%） 

2,787 人 

（2.9%） 

191 人 

（0.2%） 

0 人 

（0.0%） 

3,761 人 

（3.9％） 

市街化区域 
372 人 

（0.5%） 

428 人 

（0.5%） 

2 人 

（0.0%） 
― 

802 人 

（1.0％） 

居住誘導区域 
319 人 

（0.4%） 

332 人 

（0.5%） 
― ― 

651 人 

（0.9％） 

要
配
慮
者
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
329 人 

（0.9%） 

1,334 人 

（3.5%） 

94 人 

（0.2%） 

0 人 

（0.0%） 

1,757 人 

（4.6％） 

市街化区域 
137 人 

（0.5%） 

155 人 

（0.5%） 

1 人 

（0.0%） 
― 

292 人 

（1.0％） 

居住誘導区域 
119 人 

（0.4%） 

121 人 

（0.4%） 
― ― 

240 人 

（0.8％） 

※要配慮者の人口動向については、「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出。 

高潮による浸水被害が発生した際の浸水想定面積や人口動向を見ると、市域全域では、居住人口

の割合と比較して要配慮者人口の占める割合がやや高いことから、要配慮者（高齢者・乳幼児・妊

婦・障がい者）が比較的多く居住している区域に浸水リスクがあるということがわかります。 

課題 
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１0）津波浸水想定区域 

津波浸水想定区域とは、地震などで海底が盛り上がったことにより発生する波によって浸水する可

能性のある区域です。 

 

  

出典：福岡県津波浸水想定図 

津波浸水想定区域の状況を見ると、市北側の沿岸部においてわずかながら浸水が想定されてい

ます。 

居住誘導区域においては、津波による浸水被害は想定されていません。 

課題 
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 想定浸水深（m） 

0.5m 未満 0.5～3m 3～5m 5m 以上 合計 

浸
水
想
定
面
積 

(

ｈ
ａ) 

市域全域 
83.2ha 

（0.7%） 

484.3ha 

（4.0%） 
― ― 

567.5ha 

（4.7％） 

市街化区域 ― ― ― ― ― 

居住誘導区域 ― ― ― ― ― 

居
住
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
111 人 

（0.1%） 

460 人 

（0.5%） 
― ― 

571 人 

（1.5％） 

市街化区域 ― ― ― ― ― 

居住誘導区域 ― ― ― ― ― 

要
配
慮
者
人
口 

（
２
０
２
０
年
） 

市域全域 
57 人 

（0.2%） 

215 人 

（0.6%） 
― ― 

272 人 

（0.8％） 

市街化区域 ― ― ― ― ― 

居住誘導区域 ― ― ― ― ― 

※要配慮者の人口動向については、「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項を基に算出 

  

津波による浸水被害が発生した際の浸水想定面積をみると、市域全域の５％程度が区域に含ま

れています。人口動向を見ると、市街化区域や居住誘導区域に浸水リスクが指摘されている箇所は

ないものの、それ以外の区域（市街化調整区域）において、数百人程度の居住がみられます。 

課題 
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11）土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは、山やがけが崩れ、崩れた土砂が雨水や川の水と

混じって流れることによって家屋が倒壊する可能性のある区域です。 

急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊する恐れのある急傾斜地で、崩壊によって周辺の居住者に被害の

恐れがある区域です。 

 

  

出典：福岡県土砂災害危険箇所マップ 

土砂災害特別警戒区域は居住誘導区域の除外要件としています。土砂災害警戒区域は居住誘導

区域内においてもわずかながら指定されています。 

課題 
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12）震度想定の状況 

震度想定とは、宗像市内で発生しうる最大規模の地震によって想定される震度分布です。 

西山断層帯による地震が発生した際、宗像市内においては震度５弱から震度６強の揺れが想定され

ています。 

 

  

宗像市役所 

出典：宗像市防災マップ 

木造建物の被害が多くなる震度６弱以上の揺れが予測される箇所を見ると、国道３号から北側の

エリアで広域にわたって想定がされています。 

また、宗像市役所周辺や国道 495 号の南側において震度６強の想定がされています。 

課題 
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13）要配慮者利用施設の状況 

防災上の配慮を要する人々が利用する要配慮者利用施設については、浸水想定区域や土砂災害警戒

区域、土砂災害特別警戒区域内の要配慮者利用施設として、平成 29 年６月の水防法改正に伴い、避難

確保計画の作成が義務化されています。宗像市においては、全 93 施設のうち、81 施設で避難確保計

画の作成が完了しています。 

（令和４年 12 月時点） 

  

出典：宗像市資料（令和４年 11 月時点） 
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14）大規模盛土造成地の状況 

大規模盛土造成地とは、盛土の面積が 3,000 ㎡以上の「谷埋め型」、盛土する前の地盤面の水平面

に対する角度が 20 度以上で、かつ、盛土の高さが５ｍ以上の「腹付け型」があります。 

福岡県が公表している「福岡県大規模盛土造成地マップ」によると、市街化区域内で宅地造成がされ

た箇所を中心に多くの箇所で盛土造成がなされています。 

  

出典：福岡県大規模盛土造成地マップ 
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15）各種ハザードの重ね合わせ 

災害は同時に発生することも想定されます。そのため、整理した各種ハザードを重ね合わせ、宗像市

において想定される最も大きなハザードを明示します。 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図、 
福岡県土砂災害危険箇所マップ 
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16）課題の整理 

整理した課題が、どの災害に対して起こりうるかについて以下の通り整理します。 

 

課題 

ハザード 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

地
震 

居住誘導区域内に災害リスクの指摘されている

区域が含まれており、居住もみられる 
〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 ― 

市街化区域内に災害リスクの指摘されている区

域が含まれており、居住もみられる 
〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 ― 

上記以外の区域（市街化調整区域）に災害リスク

の指摘されている区域が含まれており、居住も

みられる 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 

長期間の浸水が想定される区域があり、区域内

での居住もみられる 
― 〇 ― ― ― ― ― ― 

氾濫流・河岸浸食による家屋の倒壊が想定され

ている 
― 〇 ― ― ― ― ― ― 

災害リスクが指摘されている区域に要配慮者利

用施設が立地している 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 

市域全域で震度５弱から震度６強の揺れが想定

されている 
― ― ― ― ― ― ― 〇 

市街化区域で宅地造成がされた箇所を中心に多

くの箇所で盛土造成がなされている 
― ― ― ― ― ― ― 〇 
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（２）エリアごとのミクロ分析 

１）重ね合わせる情報の整理 

公表されているハザード情報と建物の立地状況等といった都市の情報とを重ね合わせ、それぞれの

災害に対して想定し得る課題を抽出します。 

【重ね合わせの対象となる情報（都市の情報等）】 

重ねる情報 概要 

建物 
階数 浸水深よりも高い箇所に居室があり、垂直避難が可能かどうかを把握 

立地状況 土砂災害や氾濫流、河岸浸食により、倒壊の恐れがないかを把握 

指定緊急避難場所 

（500m 圏域） 

指定緊急避難場所までの距離を踏まえ、容易に避難ができるかどうか

を把握 

要配慮者利用施設の 

立地状況 

防災上の配慮を要する人が利用する施設の立地状況を把握 

主要公共施設 

（市役所、警察署等） 

災害が発生した際に指令拠点としての機能を担う施設が、機能不全に

ならないかを把握 

道路の状況 
災害時に避難路としての機能を有するか、機能不全となった際に他の

道路が迂回機能を有するかを把握 
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ハザード情報と重ねる都市の情報、分析の視点については、以下の内容を整理します。 

 

【重ねる情報と分析の視点】 

ハザード情報 
重ねる情報 

（都市の情報等） 
分析の視点 

浸水想定区域 

（洪水、内水、 

ため池、高潮） 

建物階数の状況 
浸水の被害を受ける建物について、垂直避難が可

能かを把握 

指定緊急避難場所の立地

状況 

浸水の影響を受ける建物の近隣に指定緊急避難

場所があるかを把握 

要配慮者利用施設の立地

状況 

浸水の影響を受ける範囲内に要配慮者利用施設

があるかを把握 

主要公共施設の 

立地状況 

浸水の影響を受ける範囲内に指令拠点としての

機能を担う施設があるかを把握 

道路の状況 
浸水被害の影響を受ける道路やアンダーパスがあ

るか、周囲に迂回機能があるかを把握 

浸水想定区域 

（津波） 

建物の立地状況 
浸水の影響を受ける建物の近隣に指定緊急避難

場所があるかを把握 指定緊急避難場所の立地

状況 

家屋倒壊等氾濫想定区

域（氾濫流、河岸浸食） 

建物の立地状況 
氾濫流や河岸浸食により、建物や要配慮者利用施

設が倒壊、流失する危険性がないかを把握 要配慮者利用施設の立地

状況 

土砂災害警戒区域、土

砂災害特別警戒区域 

建物の立地状況 
土砂災害の影響を受ける範囲内に要配慮者利用

施設があるかを把握 

要配慮者利用施設の立地

状況 

土砂災害の影響を受ける範囲内に要配慮者利用

施設があるかを把握 

道路の状況 
土砂災害により寸断される可能性のある道路が

あるか、周囲に迂回機能があるかを把握 

 

なお、地震については、いつ、どこでどの程度の規模で発生するかを正確に知ることは困難です。ま

た、地震災害は広域的に発生するため、全市的な対応が必要です。建物の耐震化や不燃化を推進するこ

とで、防災・減災対策に取り組みます。

ハザード情報 
重ねる情報 

（都市の情報等） 
課題の抽出 
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 浸水深については、公表されている以下の情報に基づき、垂直避難の可否や機能不全の危険性につ

いて整理していきます。 

 

【垂直避難の可否】 

 

 

【要配慮者利用施設の機能に支障をきたす浸水深】 

浸水深 被害の内容 

0.3m 以上 ○自動車（救急車）が走行困難となる 

0.5m 以上 ○徒歩による移動が困難となる ○床上浸水が発生する 

0.7m 以上 ○コンセントに浸水し停電する（医療用電子機器が使用困難となる） 

 

 

【自動車の運行に支障をきたす浸水深】 

浸水深 被害の内容 

0.1m 以上 ○乗用車のブレーキの効きが悪くなる 

0.2m 以上 ○道路管理者によるアンダーパス等の通行止め基準 

0.3m 以上 
○自治体のバス運行停止基準 

○乗用車の排気管やトランスミッション等が浸水する 

0.6m 以上 ○JAF の実験でセダン、SUV ともに走行不可となる 

 

  

出典：国土交通省資料を基に作成 

出典：水害の被害指標分析の手引き（平成 25 年試行版） 

出典：水害の被害指標分析の手引き（平成 25 年試行版） 
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エリアごとのミクロ分析を行うにあたっては、市域全域を網羅するため、以下の５区域で各指標を重

ね合わせ、課題となる箇所と対応方針を整理します。 

  

①玄海エリア 
（大島・地島含む） 

②玄海東エリア 

③JR 東郷駅周辺エリア

④JR 赤間駅・ 
市役所周辺エリア

⑤吉武エリア

※大島・地島は「①玄海エリア」に含みます

大島 地島 
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２）玄海エリア（大島・地島含む）の状況 

①洪水被害（計画規模） 

計画規模の大雨による浸水被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可能

性のある課題を以下の通り整理します。 

  

県道 69 号（宗像玄海線）等の

主要道路の 0.3ｍ以上の浸水

により、交通麻痺の恐れがあ

る 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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②洪水被害（想定最大規模） 

想定最大規模の大雨による浸水被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可

能性のある課題を以下の通り整理します。 

  

氾濫流・河岸浸食

により家屋が倒壊

する恐れがある 

県道 69 号（宗像玄海線）等の主

要道路の 0.3ｍ以上の浸水によ

り、交通麻痺の恐れがある 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

浸水想定区域内に要配慮者

利用施設が立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※
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③内水被害 

内水による浸水被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可能性のある課題

を以下の通り整理します。 

  

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

国道495号や県道69号（宗像玄海線）

等の主要道路の 0.3ｍ以上の浸水によ

り、交通麻痺の恐れがある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

158



④ため池浸水による被害 

ため池の破堤による浸水被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可能性の

ある課題を以下の通り整理します。 

  

最上階の床高まで浸水し、垂

直避難できないほか、近隣の

指定緊急避難場所まで時間を

要する 

国道 495 号や県道 69 号

（宗像玄海線）等の主要道路

の 0.3ｍ以上の浸水により、

交通麻痺の恐れがある 

ため池浸水想定区域内に

要配慮者利用施設が立地

している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑤高潮浸水による被害 

高潮による浸水被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可能性のある課題

を以下の通り整理します。 

  

高潮浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

国道 495 号や県道 69 号（宗像

玄海線）等の主要道路の 0.3ｍ以

上の浸水により、交通麻痺の恐れ

がある 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難できないほか、近隣の指定緊急避難場所まで時間を要

する建物が多数ある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※
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⑥津波浸水による被害 

津波による浸水被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可能性のある課題

を以下の通り整理します。 

  

最上階の床高まで浸水し、垂直

避難できないほか、近隣の指定

緊急避難場所まで時間を要する 

津波浸水想定区域内に要配慮者

利用施設が立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※
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⑦土砂災害による被害 

土砂災害による被害が発生した際、玄海エリア（大島・地島含む）において発生する可能性のある課題

を以下の通り整理します。 

  

土砂災害警戒区域内・土砂災害特別警戒区域内に要配慮者利用施設が立地しているほか、

住宅も多数立地している 

指定緊急避難場所（大島学

園）が土砂災害特別警戒区

域に含まれており、被災す

る恐れがある 

指定緊急避難場所（玄海小中学

校）が土砂災害特別警戒区域に

含まれており、被災する恐れが

ある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑧課題の整理 

玄海（大島・地島含む）周辺エリアにおいて発生する可能性のある課題が、どの災害に対して起こりう

るかについて以下の通り整理します。 

 

 

  

課題 

ハザード 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

主要道路（国道 495 号、県道 69 号）の 

浸水により、交通麻痺の恐れ 
〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難できないほか、指定

緊急避難場所まで時間を要する 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 

災害リスクが指摘されている区域に要配慮者利用施設

が立地している 
― 〇 ― 〇 〇 〇 〇 

氾濫流・河岸浸食により家屋が倒壊する恐れ ― 〇 ― ― ― ― ― 

指定緊急避難場所（大島学園、玄海小中学校）が土砂災

害特別警戒区域に含まれており、被災する恐れがある 
― ― ― ― ― ― 〇 

災害リスクが指摘されている区域に住宅が多数立地し

ている 
― ― ― ― ― ― 〇 
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３）玄海東エリアの状況 

①洪水被害（計画規模） 

計画規模の大雨による浸水被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題

を以下の通り整理します。 

  

計画規模の大雨による浸水被害は想定されていない 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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②洪水被害（想定最大規模） 

 想定最大規模の大雨による浸水被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課

題を以下の通り整理します。 

  

想定最大規模の大雨による浸水被害は想定されていない 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※
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③内水被害 

内水による浸水被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下の通り

整理します。 

  

最上階の床高まで浸水

し、垂直避難できないほ

か、指定緊急避難場所

まで時間を要する 

国道 495 号の 0.3ｍ以上

の浸水により、交通麻痺の

恐れがある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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④ため池浸水による被害 

ため池の破堤による浸水被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題を以

下の通り整理します。 

  

最上階の床高まで浸水

し、垂直避難できない

ほか、近隣の指定緊急

避難場所まで時間を要

する 

最上階の床高まで浸水

し、垂直避難できない恐

れがある 

最上階の床高まで浸水し、垂直避

難できないほか、近隣の指定緊急

避難場所まで時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※
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⑤高潮浸水による被害 

高潮による浸水被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下の通り

整理します。 

  

最上階の床高まで浸水し、垂直避難

できないほか、近隣の指定緊急避

難場所まで時間を要する 

高潮浸水想定区域内に要配慮者

利用施設が立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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⑥津波浸水による被害 

津波による浸水被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下の通り

整理します。 

  

最上階の床高まで浸水し、垂直避難で

きないほか、近隣の指定緊急避難場所

まで時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑦土砂災害による被害 

土砂災害による被害が発生した際、玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下の通り

整理します。 

  

土砂災害警戒区域内・土砂災害特別警戒区域内に要配慮者利用施設が立地しているほか、

住宅も多数立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※
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⑧課題の整理 

玄海東エリアにおいて発生する可能性のある課題が、どの災害に対して起こりうるかについて以下の

通り整理します。 

 

  

課題 

ハザード 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

主要道路（国道 495 号）の浸水により、交通麻痺の恐れ

がある 
― ― 〇 ― ― ― ― 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難できないほか、指定

緊急避難場所まで時間を要する 
― ― 〇 〇 〇 〇 ― 

災害リスクが指摘されている区域に要配慮者利用施設

が立地している 
― ― ― ― 〇 ― 〇 

災害リスクが指摘されている区域に住宅が多数立地し

ている 
― ― ― ― ― ― 〇 
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４）JR 東郷駅周辺エリアの状況 

①洪水被害（計画規模） 

計画規模の大雨による浸水被害が発生した際、JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性のあ

る課題を以下の通り整理します。 

  

浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

172



②洪水被害（想定最大規模） 

想定最大規模の大雨による浸水被害が発生した際、JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性の

ある課題を以下の通り整理します。 

  

浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

氾濫流・河岸浸食

により家屋が倒壊

する恐れがある 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

河岸浸食により家屋が

倒壊する恐れがある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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③内水被害 

内水による浸水被害が発生した際、JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下

の通り整理します。 

  

内水浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

県道97号（福間宗像玄海線）の0.3

ｍ以上の浸水により、交通麻痺の恐

れがある 

近年、道路冠水や建物の 

浸水被害が報告されている 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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④ため池浸水による被害 

ため池の破堤による浸水被害が発生した際、JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性のある課

題を以下の通り整理します。 

  

ため池浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

県道 97 号（福間宗像玄海線）の

浸水により、交通麻痺の恐れがあ

る 

最上階の床高まで浸水し、

垂直避難できないほか、指

定緊急避難場所まで時間を

要する 

最上階の床高まで浸水

し、垂直避難できない

ほか、指定緊急避難場

所まで時間を要する 

最上階の床高まで浸水し、垂直

避難できないほか、指定緊急

避難場所まで時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※

175



⑤高潮浸水による被害 

高潮による浸水被害が発生した際、JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下

の通り整理します。 

  

高潮浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

最上階の床高まで浸水し、垂

直避難できないほか、近隣の

指定緊急避難場所まで時間を

要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※
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⑥土砂災害による被害 

土砂災害による被害が発生した際、JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下

の通り整理します。 

  

土砂災害警戒区域内、土砂災害特別警戒区域内に要配慮者利用施設が立地しているほか、

住宅も多数立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

居住誘導区域内に急

傾斜地崩壊危険区域

が存在している 
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⑦課題の整理 

JR 東郷駅周辺エリアにおいて発生する可能性のある課題が、どの災害に対して起こりうるかについ

て以下の通り整理します。 

 

 
  

課題 

ハザード 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難できないほか、指定

緊急避難場所まで時間を要する 
〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 

災害リスクが指摘されている区域に要配慮者利用施設

が立地している 
〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 

氾濫流・河岸浸食により家屋が倒壊する恐れがある ― 〇 ― ― ― ― ― 

主要道路（県道 97号）の浸水により、交通麻痺の恐れが

ある 
― ― 〇 〇 ― ― ― 

近年、道路冠水や建物の浸水被害が報告されている ― ― 〇 ― ― ― ― 

災害リスクが指摘されている区域に住宅が多数立地し

ている 
― ― ― ― ― ― 〇 

急傾斜地崩壊危険区域が居住誘導区域内に存在してい

る 
― ― ― ― ― ― 〇 
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５）JR 赤間駅・市役所周辺エリアの状況 

①洪水被害（計画規模） 

計画規模の大雨による浸水被害が発生した際、JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する可

能性のある課題を以下の通り整理します。 

  

指定緊急避難場所（サ

ン リ ブ く り え い と 宗

像）及び周辺が浸水す

る恐れがある 

アンダーパスが浸水

し、通行できなくな

る恐れがある 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

駅周辺の道路の冠水ま

たは駅（赤間駅）の浸水

により、交通麻痺の恐

れがある 

浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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②洪水被害（想定最大規模） 

想定最大規模の大雨による浸水被害が発生した際、JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する

可能性のある課題を以下の通り整理します。 

  

浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

指定緊急避難場所（サンリ

ブくりえいと宗像）及び周

辺が浸水するほか、河岸

浸食の恐れがある 

市役所が浸

水する恐れ

がある 
アンダーパスが浸水し、通行

できなくなる恐れがある 

最上階の床高まで浸水

し、垂直避難できない

ほか、指定緊急避難場

所まで時間を要する 

駅周辺の道路の冠水または駅

（赤間駅）の浸水により、交通麻

痺の恐れがある 

氾濫流・河岸浸食

により家屋が倒壊

する恐れがある 

最上階の床高まで浸水

し、垂直避難できないほ

か、指定緊急避難場所ま

で時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※
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③内水被害 

内水による浸水被害が発生した際、JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する可能性のある課

題を以下の通り整理します。 

  

内水浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

アンダーパスが浸水

し、通行できなくなる

恐れがある 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

駅周辺の道路の冠水または駅（赤間駅）の

浸水により、交通麻痺の恐れがある 

近年、道路冠水や建物の浸水被

害が報告されている 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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④ため池浸水による被害 

ため池の破堤による浸水被害が発生した際、JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する可能性

のある課題を以下の通り整理します。 

  

ため池浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

最上階の床高まで浸

水し、垂直避難でき

ないほか、近隣の指

定緊急避難場所まで

時間を要する 

指 定 緊 急 避 難 場 所

（河東小学校）及び周

辺が浸水する恐れが

ある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑤高潮浸水による被害 

高潮による浸水被害が発生した際、JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する可能性のある課

題を以下の通り整理します。 

  

高潮浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

最上階の床高まで浸水し、垂直避

難できないほか、近隣の指定緊

急避難場所まで時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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⑥土砂災害による被害 

土砂災害による被害が発生した際、JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する可能性のある課

題を以下の通り整理します。 

  

土砂災害警戒区域内・土砂災害特別警戒区域内に要配慮者利用施設が立地しているほか、

住宅も多数立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※

急傾斜地崩壊危険区域が居住

誘導区域内に存在している 

※
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⑦課題の整理 

JR 赤間駅・市役所周辺エリアにおいて発生する可能性のある課題が、どの災害に対して起こりうるか

について以下の通り整理します。 

  

課題 

ハザード 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

指定緊急避難場所（サンリブくりえいと宗像）及び周辺

が浸水する恐れがある 
〇 〇 ― ― ― ― ― 

指定緊急避難場所（サンリブくりえいと宗像）が河岸浸食

により倒壊する恐れがある 
― 〇 ― ― ― ― ― 

指定緊急避難場所（河東小学校）及び周辺が浸水する恐

れがある 
― ― ― 〇 ― ― ― 

市役所が浸水する恐れがある ― 〇 ― ― ― ― ― 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難できないほか、指定

緊急避難場所まで時間を要する 
〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 

駅周辺の道路の冠水または駅（赤間駅）の浸水により、

交通麻痺の恐れ 
〇 〇 〇 ― ― ― ― 

アンダーパスが浸水し、通行できなくなる恐れがある 〇 〇 〇 ― ― ― ― 

近年、道路冠水や建物の浸水被害が報告されている ― ― 〇 ― ― ― ― 

災害リスクが指摘されている区域に要配慮者利用施設

が立地している 
〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 

氾濫流・河岸浸食により家屋が倒壊する恐れがある ― 〇 ― ― ― ― ― 

急傾斜地崩壊危険区域が居住誘導区域内に存在してい

る 
― ― ― ― ― ― 〇 
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６）吉武エリアの状況 

①洪水被害（計画規模） 

計画規模の大雨による浸水被害が発生した際、吉武エリアにおいて発生する可能性のある課題を

以下の通り整理します。 

  

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※
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②洪水被害（想定最大規模） 

想定最大規模の大雨による浸水被害が発生した際、吉武エリアにおいて発生する可能性のある課題

を以下の通り整理します。 

  

河岸浸食により家屋が倒

壊する恐れがある 

浸水想定区域内に要配慮者利用施設が立地している 

最上階の床高まで

浸水し、垂直避難

できないほか、指

定緊急避難場所ま

で時間を要する 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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③内水被害 

内水による浸水被害が発生した際、吉武エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下の通り整

理します。 

  

最上階の床高まで浸水し、垂直

避難できないほか、指定緊急避

難場所まで時間を要する 

近年、道路冠水や建物の 

浸水被害が報告されている 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※
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④ため池浸水による被害 

ため池の破堤による浸水被害が発生した際、吉武エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下

の通り整理します。 

  

国道 3 号の浸

水により、交通

麻痺の恐れが

ある 

駅周辺の道路の冠水または駅（教育大

前駅）の浸水により、交通麻痺の恐れが

ある 

最上階の床高まで浸

水し、垂直避難でき

ないほか、近隣の指

定緊急避難場所まで

時間を要する 

ため池浸水想定区域

内に要配慮者利用施

設が立地している 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 
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⑤土砂災害による被害 

土砂災害による被害が発生した際、吉武エリアにおいて発生する可能性のある課題を以下の通り整

理します。 

  

土砂災害警戒区域内・土砂災害

特別警戒区域内に要配慮者利用

施設が立地しているほか、住宅

も多数立地している 

駅周辺の道路が土砂災害により、通

行止めとなり交通麻痺の恐れがある 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※
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⑥課題の整理 

吉武エリアにおいて発生する可能性のある課題が、どの災害に対して起こりうるかについて以下の通

り整理します。 

 
 
  

課題 

ハザード 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難できないほか、指定

緊急避難場所まで時間を要する 
〇 〇 〇 〇 ― ― ― 

河岸浸食により家屋が倒壊する恐れがある ― 〇 ― ― ― ― ― 

災害リスクが指摘されている区域に要配慮者利用施設

が立地している 
― 〇 ― 〇 ― ― 〇 

駅周辺の道路冠水または駅（教育大前駅）の浸水によ

り、交通麻痺の恐れがある 
― ― ― 〇 ― ― ― 

国道３号の浸水により、交通麻痺の恐れがある ― ― ― 〇 ― ― ― 

近年、道路冠水や建物の浸水被害が報告されている ― ― 〇 ― ― ― ― 

駅周辺の道路が土砂災害により、通行止めとなり交通麻

痺の恐れがある 
― ― ― ― ― ― 〇 

災害リスクが指摘されている区域に住宅が多数立地し

ている 
― ― ― ― ― ― 〇 
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３．防災まちづくりの将来像・取組方針                                      

（１）防災まちづくりの将来像 

災害が発生した際に被害を回避・低減するためには、被害を低減させるための施設整備といったハード

面のほか、避難の呼びかけや防災組織の立ち上げといったソフト面における施策を進めていく必要があり

ます。 

本計画においては、これらの施策を進めていきながら、災害面での安全性を踏まえ、人口減少下におい

ても便利で安心して住み続けられるまちづくりを目指します。 

本計画における防災まちづくりの将来像は、第３次宗像市総合計画（後期基本計画）や地域防災計画に

おける方向性のほか、本市が目指すべき都市像を踏まえ、以下の通り設定します。 

 

 

 

第３次宗像市総合計画（後期基本計画）における施策区分（防災に係る部分） 

●防災に対する啓発  ●災害に備えた活動支援 

●被害拡大の防止と復旧対策の実施 

宗像市地域防災計画における防災ビジョン 

災害に対して「自分たちのまちは自分たちで守る」という考えを基に、市民・

行政・関係機関・団体等がそれぞれの役割を自覚し、互いの連携を基本として

災害対応を行う。 

＜基本理念＞ 

① 災害に強い組織・ひとをつくる 

② 災害に強いまちをつくる 

③ 防災施設・設備・体制を強化する 

④ 実践的な応急・復旧・復興対策計画を確立し、非常時に備える 

本市が目指すべき将来像 

コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市 

防災まちづくりの将来像 

「市民・行政・関係機関・団体等の連携により、 

災害にも強く魅力的な生活交流都市」 
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（２）市全体としての取組方針 

整理した課題に対して本市全体として取り組む事項については、第 2 次宗像市総合計画に記載した以

下の取組事業を踏襲します。 

 

 

  
【「施策区分：防災に対する啓発」に対する主な取組事項】 

・市民や関係団体、行政などが一体となった総合防災訓練の実施 

・災害対策本部の設置及び運営訓練の実施 

・地域の防災活動に対する支援 

・自主防災組織リーダー育成支援の強化 

・自主防災組織の活動支援 

【「施策区分：災害に備えた活動支援」に対する主な取組事項】 

・迅速かつ適切な情報の収集と新情報配信システムによる発信 

・幅広い情報発信手法の調査研究 

・指定避難所に整備された防災資機材の管理と更新、操作方法の習得 

・避難所運営マニュアルなどの見直し 

・社会福祉法人などとの「福祉避難所開設・運営に関する協定」の締結推進 

【「施策区分：被害拡大の防止と復旧対策の実施」に対する主な取組事項】 

・国土強靭化地域計画の策定及び運用 

・災害が発生した場合の情報収集 

・災害が発生した場合の応急対応や復旧工事の実施 

【戦略的取組】 

〇協働 

地域の防災力強化のために、市民や地域と協働し、地域のニーズにあわせた

防災訓練などの活動を実施 
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（３）エリアごとの取組方針 

取組方針の検討にあたっては、3-1 で整理した防災まちづくりの将来像を実現する観点とともに、想定

される防災上の課題を踏まえた内容とする必要があるため、下表の課題に応じて大きく 2 つの取組の方

向性を整理します。 

 

方向性 1： リスクの回避 

➡防災対策によって被害の軽減・抑制を図ることが困難なため、リスクを回避する 

方向性 2： リスクの低減 

➡浸水対策、土砂災害防止のためのハード整備、避難体制の充実、効果的な災害情報の提供等により、

災害時の被害を低減するための取組 
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１）玄海エリア（大島・地島含む）の方針 

課題 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

方向性 

主要道路（国道 495 号、県道 69 号）の

浸水により、交通麻痺の恐れがある 
〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 

リスク
の低減 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難でき

ないほか、指定緊急避難場所まで時間を

要する 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 
リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に要配

慮者利用施設が立地している 
― 〇 ― 〇 〇 〇 〇 

リスク
の低減 

氾濫流・河岸浸食により家屋が倒壊する

恐れがある 
― 〇 ― ― ― ― ― 

リスク
の低減 

指定緊急避難場所（大島小中学校、玄海

小中学校）が土砂災害特別警戒区域に含

まれており、被災する恐れがある 

― ― ― ― ― ― 〇 
リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に住宅

が多数立地している 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 
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２）玄海東エリアの方針 

課題 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

方向性 

主要道路（国道 495 号）の浸水により、

交通麻痺の恐れがある 
― ― 〇 ― ― ― ― 

リスク
の低減 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難で

きないほか、指定緊急避難場所まで時

間を要する 

― ― 〇 〇 〇 〇 ― 
リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に要

配慮者利用施設が立地している 
― ― ― ― 〇 ― 〇 

リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に住

宅が多数立地している 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 
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３）JR 東郷駅周辺エリアの方針 

課題 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

方向性 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難でき

ないほか、指定緊急避難場所まで時間を

要する 

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 
リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に要配

慮者利用施設が立地している 
〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 

リスク
の低減 

氾濫流・河岸浸食により家屋が倒壊する

恐れがある 
― 〇 ― ― ― ― ― 

リスク
の低減 

主要道路（県道 97 号）の浸水により、交

通麻痺の恐れがある 
― ― 〇 〇 ― ― ― 

リスク
の低減 

近年、道路冠水や建物の浸水被害が報告

されている 
― ― 〇 ― ― ― ― 

リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に住宅

が多数立地している 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 

急傾斜地崩壊危険区域が居住誘導区域

内に存在している 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 
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４）JR 赤間駅・市役所周辺エリアの方針 

課題 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

方向性 

指定緊急避難場所（サンリブくりえいと宗

像）及び周辺が浸水する恐れがある 
〇 〇 ― ― ― ― ― 

リスク
の低減 

指定緊急避難場所（サンリブくりえいと宗

像）が河岸浸食により倒壊する恐れがあ

る 

― 〇 ― ― ― ― ― 
リスク
の低減 

指定緊急避難場所（河東小学校）及び周

辺が浸水する恐れがある 
― ― ― 〇 ― ― ― 

リスク
の低減 

市役所が浸水する恐れがある ― 〇 ― ― ― ― ― 
リスク
の回避 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難でき

ないほか、指定緊急避難場所まで時間を

要する 

〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 
リスク
の低減 

駅周辺の道路の冠水または駅（赤間駅）の

浸水により、交通麻痺の恐れがある 
〇 〇 〇 ― ― ― ― 

リスク
の低減 

アンダーパスが浸水し、通行できなくなる

恐れがある 
〇 〇 〇 ― ― ― ― 

リスク
の回避 

近年、道路冠水や建物の浸水被害が報告

されている 
― ― 〇 ― ― ― ― 

リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に要配

慮者利用施設が立地している 
〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 

リスク
の低減 

氾濫流・河岸浸食により家屋が倒壊する

恐れがある 
― 〇 ― ― ― ― ― 

リスク
の低減 

急傾斜地崩壊危険区域が居住誘導区域

内に存在している 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 
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５）吉武エリアの方針 

課題 

洪
水
（計
画
規
模
） 

洪
水
（最
大
規
模
） 

内
水 

た
め
池
氾
濫 

高
潮 

津
波 

土
砂
災
害 

方向性 

最上階の床高まで浸水し、垂直避難でき

ないほか、指定緊急避難場所まで時間を

要する 

〇 〇 〇 〇 ― ― ― 
リスク
の低減 

河岸浸食により家屋が倒壊する恐れがあ

る 
― 〇 ― ― ― ― ― 

リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に要配

慮者利用施設が立地している 
― 〇 ― 〇 ― ― 〇 

リスク
の低減 

駅周辺の道路冠水または駅（教育大前駅）

の浸水により、交通麻痺の恐れがある 
― ― ― 〇 ― ― ― 

リスク
の低減 

国道３号の浸水により、交通麻痺の恐れ

がある 
― ― ― 〇 ― ― ― 

リスク
の低減 

近年、道路冠水や建物の浸水被害が報告

されている 
― ― 〇 ― ― ― ― 

リスク
の低減 

駅周辺の道路が土砂災害により、通行止

めとなり交通麻痺の恐れがある 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 

災害リスクが指摘されている区域に住宅

が多数立地している 
― ― ― ― ― ― 〇 

リスク
の低減 
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４．個別の取組内容とスケジュール                                        

３で整理した取組方針に基づく施策を整理し、実施主体や実施時期の目標について、下表に示します。 

施策の整理にあたっては「宗像市国土強靭化地域計画 令和５年度年次計画」や「宗像市地域防災計画」、

「雨に強いまちづくりビジョン（雨水管理総合計画）」ならびに各個別の計画とも連携しながら整理します。 

（１）取組施策とスケジュール 

１）玄海エリア（大島・地島含む） 
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①洪水被害（計画規模） 

   

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気

象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボ

ードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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②洪水被害（想定最大規模） 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する

全ての要配慮者利用

施設の計画作成及び

避難訓練の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報

等の防災気象情報等の掲載情

報、防災情報ダッシュボードの充

実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段

の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 
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③内水被害 

   

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情

報等の掲載情報、防災情報ダッシュボードの充実

による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

リスクの低減 

・水田の貯留機能向上  ・水路・側溝の浚渫 

・ため池の有効活用   ・調整池の浚渫 

・利水ダム等における事前放流の運用 
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④ため池浸水による被害 

   

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、

防災情報ダッシュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・危険区域に立地する全て

の要配慮者利用施設の

計画作成及び避難訓練

の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

リスクの低減 

・ため池の補強 
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⑤高潮浸水による被害 

  

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボー

ドの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 
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⑥津波浸水による被害 

  

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災

気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシ

ュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配

慮者利用施設の計画作成及び

避難訓練の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑦土砂災害による被害 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要

配慮者利用施設の計画作成及

び避難訓練の実施 

リスクの低減 

・急傾斜地崩壊防止施設の管理 

・砂防施設の整備 

・近隣住民への早期避難を呼びかけ 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域

の維持補修等を促進 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域

の周知 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

リスクの低減 

・治山施設、森林

及び林道の整

備推進（玄海エ

リア） 

リスクの低減 

・自主防災組織と連携した避難体制の構築や防災リーダーの確保育成の推進 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボー

ドの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 
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２）玄海東エリア 
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①内水被害 

  

リスクの低減 

・雨に強いまちづくりビジョン（雨水管理総合計画）に基づ

く内水氾濫対策 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の

掲載情報、防災情報ダッシュボードの充実による早期避

難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・水路・側溝の浚渫 

・ため池の有効活用 

・調整池の浚渫 

・雨に強いまちづくりビジョン（雨水管理総

合計画）に基づく内水氾濫対策 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 

リスクの低減 

・水路・側溝の浚渫 

・ため池の有効活用 

・調整池の浚渫 
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④ため池浸水による被害 

  

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災

気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュ

ボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 
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⑤高潮浸水による被害 

  

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報

等の防災気象情報等の掲載情

報、防災情報ダッシュボードの充

実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段

の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配

慮者利用施設の計画作成及び

避難訓練の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑥津波浸水による被害 

  

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報

等の防災気象情報等の掲載情

報、防災情報ダッシュボードの充

実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段

の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 
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⑦土砂災害による被害 

  

リスクの低減 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の周知を図る。 

・自主防災組織と連携した避難体制の構築や防災リーダーの確保育成の推進 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボー

ドの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※ 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

リスクの低減 

・急傾斜地崩壊防止施設の管理 

・砂防施設の整備 

・近隣住民への早期避難を呼び

かけ 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危

険区域の維持補修等を促進 
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３）JR 東郷駅周辺エリア 
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①洪水被害（計画規模） 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボー

ドの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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②洪水被害（想定最大規模） 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボ

ードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木

伐採 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 
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③内水被害 

  

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予

報等の防災気象情報等の掲

載情報、防災情報ダッシュボ

ードの充実による早期避難の

啓発 

・SNS等を活用した情報伝達手

段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の

提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・水路・側溝の浚渫 

・ため池の有効活用 

・調整池の浚渫 

・利水ダム等における事前放流の運用 

・雨に強いまちづくりビジョン（雨水管理総合計画）に

基づく内水氾濫対策 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 
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④ため池浸水による被害 

  

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボ

ードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供    ・防災マップによる状況提供 

・ため池の補強 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 
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⑤高潮浸水による被害 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等

の防災気象情報等の掲載情報、防

災情報ダッシュボードの充実によ

る早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の

多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 
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⑥土砂災害による被害 

  

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

リスクの低減 

・急傾斜地崩壊防止施設の整備・管理（多禮エリアのみ） 

・砂防施設の整備    利水ダム等における事前放流の運用 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

・近隣住民への早期避難を呼びかけ 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の維持補修等を促進 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の周知 

・自主防災組織と連携した避難体制の構築や防災リーダーの確保育成の推進 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュ

ボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化     ・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 
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４）JR 赤間駅・市役所周辺エリア 
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①洪水被害（計画規模） 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※

リスクの低減 

・河道掘削・拡幅、護岸

整備、樹木伐採 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災

気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシ

ュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様

化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 

リスクの回避 

・浸水時におけるアンダーパスの

通行を防ぐため、防災マップ

による周知迂回の啓発 

市役所

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 
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②洪水被害（想定最大規模） 

 

  

リスクの回避 

・市庁舎が建物損

壊等により機能

を全うできない

ときは、宗像ユ

リックス、メイト

ム宗像（市民活

動交流館）の順

で、いずれかの

施設に本部室を

確保 

リスクの回避 

・浸水時における

アンダーパスの

通 行 を 防 ぐ た

め、防災マップ

による周知迂回

の啓発 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

市役所 

リスクの低減 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災

気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュ

ボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・河道掘削・拡幅、護岸整

備、樹木伐採 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持）  ・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュ

ボードの充実による早期避難の啓発 
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③内水被害 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

リスクの回避 

・浸水時におけるアンダーパスの

通行を防ぐため、防災マップ

による周知迂回の啓発 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等

の防災気象情報等の掲載情報、防

災情報ダッシュボードの充実による

早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の

多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・水田の貯留機能向上 ・水路・側溝の浚渫 

・ため池の有効活用  ・調整池の浚渫 

・雨に強いまちづくりビジョン（雨水管理総合計

画）に基づく内水氾濫対策 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

市役所 
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④ため池浸水による被害 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

リスクの低減 

・ため池の補強 

・ため池浸水による

被害が想定され

る場合は他の避

難所の早期開設

及び早期避難を

呼びかける 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

市役所 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象

情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボードの

充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

・ため池の補強 
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⑤高潮浸水による被害 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※ 

市役所 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災

情報ダッシュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 
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⑥土砂災害による被害 

  

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配

慮者利用施設の計画作成及び

避難訓練の実施 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※

リスクの低減 

・急傾斜地崩壊防止施設の管理     ・近隣住民への早期避難を呼びかけ 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の維持補修等を促進 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の周知 

・自主防災組織と連携した避難体制の構築や防災リーダーの確保育成の推進 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュボー

ドの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化     ・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

市役所 

※
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５）吉武エリア 
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①洪水被害（計画規模） 

 

  

※

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維持） 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹木伐採 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災

気象情報等の掲載情報、防災情報ダッシュ

ボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※ 
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②洪水被害（想定最大規模） 

  

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

※

リスクの低減 

・危険区域に立地する全ての要配慮者利用施設の計画作成及び避難訓練の実施 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダ

ッシュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・河川の浚渫等（流化能力の維

持） 

・河道掘削・拡幅、護岸整備、樹

木伐採 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 
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③内水被害 

  

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ 

リスクの低減 

・水田の貯留機能向上 

・水路・側溝の浚渫 

・ため池の有効活用 

・調整池の浚渫 

・雨に強いまちづくりビジョン（雨水管理総合計画）に基づく内水氾濫対策 

・管路施設の整備 

・ポンプ施設の整備 

・貯留施設の整備 

・フラップゲートの設置 

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情

報、防災情報ダッシュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 
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④ため池浸水による被害 

  

※

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます

リスクの低減 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等

の掲載情報、防災情報ダッシュボードの充実による早

期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

リスクの低減 

・ため池の補強 

・有効活用 

リスクの低減 

・災害リスクが指摘さ

れている区域に要

配慮者利用施設が

立地している 

リスクの低減 

・ため池の補強 
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⑤土砂災害による被害 

 

 リスクの低減 

・砂防施設の整備 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の維持補修等を促進 

・砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域の周知 

・自主防災組織と連携した避難体制の構築や防災リーダーの確保育成の推進 

・浸水状況、停電情報、気象庁予報等の防災気象情報等の掲載情報、防災情報ダッ

シュボードの充実による早期避難の啓発 

・SNS 等を活用した情報伝達手段の多様化 

・災害時のリアルタイム情報の提供 

・防災マップによる状況提供 

※指定避難所と併せて指定緊急避難場所が指定されている施設を含みます 

※ リスクの低減 

・近隣住民への早期避難を呼びかけ 

・危険区域に立地する全ての要配慮

者利用施設の計画作成及び避難訓

練の実施 
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第８章 

目標値と評価方法
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１．目標設定（誘導方針）                                                

将来に向けて人口の減少と高齢化の進展が見込まれるなか、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」

においては、将来にわたり誰もが快適に安心して暮らせる都市環境を確保していくことを目的に、今後の

財政状況なども加味しつつ、各々の区域において、以下の目標に基づき、都市機能の維持、集約と更新を

促す施策展開を図ることとします。 

 

（１）課題解決のための目標設定（誘導方針） 

本計画により宗像版集約型都市構造を実現するために、「本市が抱える課題」に対応した、目標（誘導方

針）を設定し、この方針に適した誘導施策を展開します。 

 

１）本市が抱える課題 

都市機能誘導区域及び居住誘導区域において施策を展開する上で特に配慮すべき課題は以下の

3 点であり、これら課題により目標を決定します。 

２）目標 

 

３）ターゲット 

目標を達成するために、前述した課題に対するターゲットを設定します。 

  

○良好な住宅ストック・インフラストックの活用促進    ・・・Ｐ53 

 人口密度の低下により、良好な住環境、既存インフラの悪化が懸念される地域が存在 
 

○高齢化進行度合いの地域偏差の是正           ・・・Ｐ51 

 高齢化の進行が特に顕著な地域が存在 
 

○拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの維持        ・・・Ｐ92 

 他拠点への公共交通利便性が悪い路線（スーパー、病院などを利用するための路線）が存在 

コンパクトに形成された良好な既存ストックを活用する多世代交流都市 

【数値目標】 

宗像市はコンパクトにまとまって暮らしやすい都市だと思う市民の割合 → ７０％ 

 

若い世代・子育て世代の居住 

・住宅の取得、住宅ストックの活

用が期待される世代を既存住宅

団地へ呼び込む 

高齢者の住み替え 

・自動車の運転化困難となる世代

が徒歩圏で生活できる環境での

居住 

拠点間ネットワーク 

・近隣市町との広域ネットワーク 

・拠点間ネットワーク 
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２．誘導施策の展開 

これらをターゲットとして有機的に施策を展開することで、既存ストックの活用とともに多世代が交流す

るまちづくりを目指し、本市の抱える課題解決と集約型都市構造の実現に向けた誘導施策を設定します。 

【誘導施策の展開】 

・結婚や子育てを契機として、主に集合住
宅から郊外住宅団地の戸建住宅への移
転をイメージ

・学校の近くなど
安心して子育てできる
環境をイメージ

・若い世代は、中心拠点や郊外住宅団地の拠
点付近で、主に集合住宅への居住を
イメージ

・通勤の便利さや賑やかな環境を
求めるイメージ

・高齢者は、主に郊外住宅団地の戸建住宅か
ら中心拠点の集合住宅への移転をイメージ

・自動車の運転が困難となり、
徒歩圏で生活できる環境を
求めるイメージ

○高齢者のまちなか誘導・住み替えに
よる歩いて暮らせるまちづくり

○高齢者のまちなか誘導・住み替えに
よる安心して暮らせるまちづくり

○中心商業地などの活性化
○公共施設の再構築など

○効率的な拠点間の移動の確保
○公共交通軸の質の向上

○子育て世代や新婚世帯を既存住
宅探知へ呼び込み、地域コミュニ
ティを活性化

○増加する空家の活用
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（１）都市機能誘導のための誘導施策

都市機能誘導区域においては、周辺に居住する市民が集まり、にぎわいのある拠点形成に向け、都市機

能（中心拠点や拠点においては高次の都市機能）の誘導・集約、公共施設の再構築などに取り組みます。 

１）高齢者のまちなか誘導・住み替えによる歩いて暮らせるまちづくり

今後の高齢化の更なる進行に対応するため、自動車の運転が困難となった高齢者が徒歩圏域で日

常生活を行えるように「高齢者のまちなか居住」を推進するため、都市機能誘導区域へ高齢者向け都

市機能の誘導に取り組みます。

No 施策 概要 

① 
医療機能と介護機能などを併

せ持つ複合施設の展開 

医療機能だけではなく、介護機能など他の都市機能を兼ね備え

た複合施設の誘導を目指します。 

② 地域包括支援センターの設置 

高齢者の暮らしを住み慣れた地域でサポートするための拠点と

して、日常生活圏域ごとに地域包括支援センターの設置を目指

します。 

③ 誘導施設へ税制上の特例措置 

誘導施設の整備を促進するために土地等を譲渡する者に対し

て、税制上の特例措置を実施します。 

特例の内容は以下の通りです。 

『都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買

換特例』 

『誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場

合の特例』 

『都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例』 

④ 
都市構造再編集中支援事業の

活用 

まちの活力の維持・増進、持続可能な都市構造への再構築の実

現に向け、都市機能誘導区域に都市機能を整備する民間事業

者に対して、市町村が公的不動産を安価で賃借させる場合に

は、国からも民間事業者に直接支援を実施します。 

２）効率的な拠点間の移動の確保

都市機能誘導区域への都市機能の誘導と併せて、居住誘導区域とのネットワークを形成することで

都市機能誘導区域から離れた居住地においても、その利便性を享受できるように取り組みます。

No 施策 概要 

⑤ 
中心拠点・拠点・地域拠点間の

路線バスなどの維持・確保 

中心拠点や拠点、地域拠点間の路線バスの運行サービスの維

持・確保に努めます。 
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３）子育て世代や新婚世帯を既存住宅団地へ呼び込み地域コミュニティを活性化

高齢者のまちなかへの居住誘導とともに、その移転元に子育て世代や新婚世帯を誘導するため、

良好な子育て環境を形成する都市機能の誘導を図り、高齢化の進む郊外住宅団地での多世代交流を

促すことで、コミュニティの活性化に取り組みます。

No 施策 概要 

⑥ 子育て機能の充実 
保育所、幼稚園、認定子ども園などの子育て支援機能の充実を

目指します。 

⑦ 誘導施設へ税制上の特例措置 前述③と同様 

⑧ 
都市構造再編集中支援事業の

活用 
前述④と同様 

４）中心商業地などの活性化

都市機能の誘導において、都市機能誘導区域内に残された空き店舗の活用等により中心商業地な

どの活性化に取り組みます。

No 施策 概要 

⑨ 中心商業地などの活性化 

空き店舗の活用を通じて、市街地の中心部等における都市機

能を増進し、まちのにぎわいを創出するため、空き店舗の改装

及びその空き店舗を利用して実施する事業を支援します。 

５）公共施設の再構築など

学校施設やコミュニティ・センターなどの公共施設については、選択と集中の観点から適切な配置

の再検討など、将来ニーズなどを見据えた再構築に取り組みます。

No 施策 概要 

⑩ 
アセットマネジメントに遵守した

公共施設の管理

アセットマネジメント推進計画の内容に従って、公共施設の維

持・管理などを実施します。
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（２）居住誘導のための誘導施策

居住誘導区域においては、良好な居住環境を守りつつ、将来に向けて一定程度の居住人口を確保して

いくため、居住者を誘導しやすい環境づくりに取り組みます。 

１）高齢者のまちなか誘導・住み替えによる安心して暮らせるまちづくり

今後の高齢化の更なる進行に対応するため、自動車の運転が困難となった高齢者が徒歩圏域で日

常生活を行えるように「高齢者のまちなか居住」を推進し、都市機能誘導区域やその周辺へ高齢者居

住を誘導するよう取り組みます。

No 施策 概要 

⑪ 
三世代同居・近居住宅支援補助

制度 

離れて暮らす子育て世帯と親世帯との近居又は同居により、

親世帯が社会的に孤立することを防止し、安全で快適な居住

環境の創出を目指します。 

⑫ 

民間活力を活用したサービス付

き高齢者向け住宅などの整備促

進 

民間活力による、サービス付き高齢者向け住宅の整備・誘導

を目指します。 

２）効率的な拠点間の移動の確保

居住誘導区域への居住誘導と併せて、都市機能誘導区域とのネットワークを形成することで都市機

能誘導区域から離れた居住地においても、その利便性を享受できるように取り組みます。

No 施策 概要 

⑬ 

住民ニーズに応じたふれあいバ

ス、コミュニティバスの継続的な

見直し

路線バスの維持・確保に努め、路線バスでカバーできない部

分をふれあいバス、コミュニティバスでカバーします。 

３）子育て世代や新婚世帯を既存住宅団地へ呼び込み地域コミュニティを活性化

高齢者のまちなかへの居住誘導とともに、その移転元に子育て世代や新婚世帯を誘導する住み替

えの促進などにより居住の誘導を図ります。その中で、住宅取得等の補助制度などで自治会加入を

促し、コミュニティ活動の担い手確保に向けて取り組み、地域コミュニティの活性化に繋げていきま

す。

No 施策 概要 

⑭ 中古住宅購入補助制度の活用 

住み替えを促進するため、中古住宅を購入し、市内の事業者

でリフォーム工事をして居住する子育て世帯に補助を実施し

ます。 

⑮ 古家購入建替補助制度の活用 

住み替えを促進するため、中古住宅（古家付き土地）を購入

し、解体工事を行ったのちに新築住宅を建築して居住する子

育て世帯に補助を実施します。 

⑯ 「住まいむなかた」事業の活用 

◇「住まいむなかた」事業を活用し、子育て世帯から幅広い年代

に対して、情報発信の強化、住宅取得支援の拡充、定住支援の

強化についてワンストップに対応し、居住誘導を促進します。
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４）増加する空き家の活用

今後の人口減少の進行とともに、空き家・空き地の増加が予測されるため、新たな居住地の拡大に

よらず既存ストックを活用した人口維持に取り組みます。

No 施策 概要 

⑰ 空家等の流通促進 

一般社団法人「住マイむなかた」との連携を図りながら、宗像市

空き家・空き地バンクの活用のほか、空き家等の流通促進に繋

げることに努めます。 

⑱ 
空家等の利活用に関する啓発・

相談事業 

空家等の売却や賃貸物件化を躊躇する方々を主な対象として、

住宅関連のセミナー事業等による啓発事業を開催します。ま

た、空家等所有者のニーズに応え、空家活用等の個別相談会を

実施します。 

⑲ 空家関連ビジネスの創出支援 

住マイむなかたをはじめとする関係事業者との連携を図り、空

家管理ビジネスや不要品片づけサービス等が創出されるよう

支援策を検討します。これにより、空家等の流通促進に繋げて

いきます。 

⑳ 
住宅性能の向上に向けた取り

組み 

「福岡県住宅流通促進事業（住まいの健康診断）」や市耐震改修

補助制度等の利用促進を図り、住宅性能の向上を支援します。

これにより、空家等の流通促進に繋げていきます。 

㉑ 

空家のリノベーションやコンバ

ージョン等に対する民間事業の

活性化支援 

住マイむなかたや住宅関係事業者が取り組む住宅リノベーショ

ンや専用住宅とは違う用途へコンバージョンする取り組みなど

に対する支援策を検討します。これにより、ライフスタイルの多

様化に対応する住宅供給の促進に繋げていきます。

㉒ 
地域の課題解決や活性化に向

けた跡地の利活用の促進 

空家等を除却した後の跡地を適切に活用し、それぞれの地域の

課題を踏まえ、課題解決や活性化に向けた活用方法の誘導策、

支援策を検討します。これにより、跡地の利活用の促進に繋げ

ていきます。 

㉓ 
宗像市空き家・空き地バンクの

活用 

人口減少に伴い増加傾向にある空き家・空き地に対し、既存ス

トックの有効活用、定住促進、老朽危険家屋化の防止などを目

的として、売却・賃貸を希望する人の空き家・空き地の不動産情

報を、購入・賃貸を希望する人に提供します。

㉔ マイホーム借上げ制度等の活用

空き家の増加を防ぐため、一般社団法人移住・住みかえ支援機

構（ＪＴＩ）が行うマイホーム借上げ制度の活用促進など、空き家

賃貸活用を促進します 

５）公共交通軸の質の向上

No 施策 概要 

㉕ 
公共交通軸沿線の集積性を高

める取組 

公共交通の利便性向上及び利用促進を図るための、駅におけ

る駅前広場やパーク＆ライド駐車場等の乗継施設、駐輪場、連

絡通路などの整備充実や、バリアフリー化やサインの充実等を

目指します。 

またバス交通に対する、路線相互や鉄道道との結節点における

バス停の設置（バスターミナルや、バスカット）などを目指しま

す。 

㉖ 
地域公共交通網形成計画での

取組 
地域公共交通網形成計画との整合性を図ります。 
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３．施策指標

（１）都市機能に関する施策指標

① 既に複数の都市機能が充実する拠点周辺の都市機能の維持・確保を目指し、医療機能については、

中心拠点／拠点、地域拠点 6 拠点すべての拠点周辺で充実を図ります。

（現状、都市機能誘導区域内に内科と外科の医療機能が立地している拠点は４拠点）

目標指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

都市機能誘導区域内における 

医療機能の立地数 
4 箇所 5 箇所 6 箇所 

② 都市機能を隣接市町と一定の役割分担の下で連携・整備するため、本市では広域的な地域の活性

化と効率的な施設配置を目指し、中心拠点／拠点に教育関係機関や医療関係機関などの施設誘導を

図ります。

目標指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

広域連携施設の立地数 ― 0 拠点 3 拠点 

③ 都市計画区域における小中学校は、アセットマネジメント推進計画などにより建て替えの時期とな

る際に、将来の人口減少を想定し、集約強化を行います。また、集約した小中学校を小中一貫校など

とし施設の維持費を削減します。

目標指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

教育機能の集約強化 

（小中一貫校等） 
― ０箇所 2 箇所 
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（２）居住に関する施策指標

① 本市では、直近３年間で合計 424 人が中古住宅購入＆リフォーム補助制度を利用し転居をしてい

ます。（平均すると１年間で約 140 人が転居）

そのため、この中古住宅購入＆リフォーム補助制度を利用することで、毎年 140 人程度の居住者

が居住誘導区域内へ転居することが可能であると予測できます。 

立地適正化計画の目標年次は 20 年間であるため、140 人×20 年で約 2,800 人を居住誘導区

域内へ誘導することが可能であると予測でき、この値を将来の誘導目標として設定します。 

目標指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R2 年度） 

推計値 

（R17 年度） 

（現状のまま推移）

目標値 

（R１７年度） 

人口 75,049 人 

75,195 人 

69,983 人 72,783 人 75,87１人 

(次期計画の誘導区域) 

人口密度 51.8 人/ha 

51.9 人/ha 

48.3 50.3 49.7 人/ha 

(次期計画の誘導区域) 

居住誘導区域 
誘導人口目標 

（制度 20 年での人口）

誘導人口目標 

（1 年あたり）

人口 ＋2,800 人 140 人 

市街化区域 居住誘導区域 
市街化区域に対する 

居住誘導区域の割合 

1,876ha 

1,449ha 77.2% 

1,526ha 

(次期計画の誘導区域) 
81.3% 

②将来の人口減少下においても、空き家率の維持を目指します。

目標指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

空き家率（増加防止） 9.7％ 10.7％ 9.7％ 

【住宅総数及び空き家数の推移】 

出典:住宅・土地統計調査 
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③ 既存の住宅ストックを有効に活用した居住の誘導、コンパクト化を進めていく中で、コミュニティ活

動が活発に行われていることは重要です。 

住宅取得などの補助制度などを活用し、コミュニティ活動への参加に繋がる自治会加入率の維持を目

指します。 

目標指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

自治会加入率 74％ 65.6％ 74％ 

 

（3）公共交通に関する目標値 

※計画の実効性を高める観点から、公共交通に関する指標を設定予定。 

目標指標 
基準値 

（R2 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

公共交通利用者数（人） 

（鉄道およびバスの利用者数） 
  

 

（4）財政状況等に関する目標値 

※計画の実効性を高める観点から、財政状況等に関する指標を設定予定。国土交通省では以下の指

標の設定を例示している。 

・固定資産税及び都市計画税の収入増 

・インフラコストの抑制 

・公共施設の延床面積の削減  等 

 

  

【自治会加入率の推移】 

今後更新予定 
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（5）防災指針における目標値

※防災指針の追加に伴い、以下の指標を設定予定。

目標指標 
基準値 

（R3 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

自主防災組織の設立割合 100％ 100％ 

災害発生時の避難場所を 

把握している市民の割合 
87％ 100％ 

浸水の重点対策地区における

浸水深 10cm 以下となる道路

延長（重要路線）の割合 

87% 

(8,020ｍ) 

100％ 

（9,140ｍ） 

（6）目標を達成することで期待される効果指標

「宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における市民アンケートの数値目標との整合を図り、本計

画の目標とします。 

効果指標 
基準値 

（H22 年度） 

現状値 

（R4 年度） 

目標値 

（R１７年度） 

宗像市は暮らしやすいと思う

市民の割合 
80％ 83％ 90％ 
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４．評価方法 

本計画は長期的なまちづくりの計画であることから、概ね 20 年後を目標としていますが、人口減少な

ど、今までに経験したことのない時代の中でまちづくりを進めていくためには、その実行過程においても、

適宜、社会情勢や国の事業制度、地域の課題や要請に応えるとともに、施策・事業の効果を踏まえながら、

目指すべき都市像の達成状況を確認することが必要です。 

そのため、PDCA サイクルにより、適宜見直しを行うものとします。 

246


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



